
昭和二十二年文部省令第十一号

学校教育法施行規則

学校教育法施行規則を次のように定める。

目次

第一章　総則

第一節　設置廃止等（第一条―第十九条）

第二節　校長、副校長及び教頭の資格（第二十条―第二十三条）

第三節　管理（第二十四条―第二十八条）

第二章　義務教育（第二十九条―第三十五条）

第三章　幼稚園（第三十六条―第三十九条）

第四章　小学校

第一節　設備編制（第四十条―第四十九条）

第二節　教育課程（第五十条―第五十八条）

第三節　学年及び授業日（第五十九条―第六十三条）

第四節　職員（第六十四条―第六十五条の三）

第五節　学校評価（第六十六条―第六十八条）

第五章　中学校（第六十九条―第七十九条）

第五章の二　義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

第一節　義務教育学校（第七十九条の二―第七十九条の八）

第二節　中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校（第七十九条の九―第七十九条の十二）

第六章　高等学校

第一節　設備、編制、学科及び教育課程（第八十条―第八十九条）

第二節　入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等（第九十条―第百条の三）

第三節　定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他（第百一条―第百四条）

第七章　中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校

第一節　中等教育学校（第百五条―第百十三条）

第二節　併設型中学校及び併設型高等学校（第百十四条―第百十七条）

第八章　特別支援教育（第百十八条―第百四十一条）

第九章　大学

第一節　設備、編制、学部及び学科（第百四十二条―第百四十三条の三）

第二節　入学及び卒業等（第百四十四条―第百六十三条の二）

第三節　履修証明書が交付される特別の課程（第百六十四条）

第四節　認証評価その他（第百六十五条―第百七十三条）

第十章　高等専門学校（第百七十四条―第百七十九条）

第十一章　専修学校（第百八十条―第百八十九条）

第十二章　雑則（第百九十条・第百九十一条）

附則

第一章　総則

第一節　設置廃止等

第一条　学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けな

ければならない。

②　学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

第二条　私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け

出なければならない。

一　目的、名称、位置又は学則（収容定員に係るものを除く。）を変更しようとするとき。

二　分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

三　大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、外国から我が国に、又は一の外国から他

の外国に変更するとき。

四　大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。

五　経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。

六　校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改

築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

第三条　学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項（市（特別区を含む。以下同じ。）町

村立の小学校、中学校及び義務教育学校（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人（地方独立行政法人法（平成

十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。）の設置する小学校、中学校及び義務教育学校を

含む。第七条において同じ。）については、第四号及び第五号の事項を除く。）を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の

用に供する土地及び建物（以下「校地校舎等」という。）の図面を添えてしなければならない。

一　目的

二　名称

三　位置

四　学則

五　経費の見積り及び維持方法

六　開設の時期

第四条　前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。

一　修業年限、学年、学期及び授業を行わない日（以下「休業日」という。）に関する事項

二　部科及び課程の組織に関する事項

三　教育課程及び授業日時数に関する事項
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四　学習の評価及び課程修了の認定に関する事項

五　収容定員及び職員組織に関する事項

六　入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

七　授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項

八　賞罰に関する事項

九　寄宿舎に関する事項

②　前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。）について

は、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。

一　通信教育を行う区域に関する事項

二　通信教育について協力する高等学校に関する事項

三　通信制の課程を置く高等学校又は前号に規定する高等学校以外の施設で高等学校通信教育規程（昭和三十七年文部省令第三十二号）

第二条第一項に規定する面接指導又は試験を行う場合の当該施設に関する事項

③　第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第七十二条

に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。

第五条　学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号、第三項並びに第百八十七条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る学則の変更

とする。

②　学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出

書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

③　私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費

の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第六条　学校の校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えるこ

とについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第七条　分校（私立学校の分校を含む。第十五条において同じ。）の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出

書に、次の事項（市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第四号及び第五号の事項を除く。）を記載した書類及び校地

校舎等の図面を添えてしなければならない。

一　事由

二　名称

三　位置

四　学則の変更事項

五　経費の見積り及び維持方法

六　開設の時期

第八条　第二条第三号に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならな

い。

一　事由

二　名称

三　位置

四　学則の変更事項

五　経費の見積り及び維持方法

六　変更の時期

第九条　二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第十条　学級の編制についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数（数学年の生

徒を一学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条中以下同じ。）を記載した書類を添えてしなけれ

ばならない。

②　学級の編制の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後

の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

第十一条　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特

別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学

の学科若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学院の研究科の専攻に係る課程の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可

申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第十二条　特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、

第七条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

②　特別支援学校の高等部又は大学における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出書に、変更の事由及び時期を記載した書

類を添えてしなければならない。

③　特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の

事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第十三条　特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書

に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第十四条　学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公

共団体（公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同

じ。）を含む。以下この条において同じ。）又は学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。）が連署して、

変更前及び変更後の第三条第一号から第五号まで（小学校、中学校又は義務教育学校の設置者の変更の場合において、新たに設置者とな

ろうとする者が市町村であるときは、第四号及び第五号を除く。）の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければ

ならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を

要しない。

第十五条　学校若しくは分校の廃止、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、

専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学

の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻の廃止、短期大学の学科の廃止又は高等専門学校の学科の廃止につ
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いての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに幼児、児童、生徒又は学生（以下「児童

等」という。）の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

第十六条　学校教育法施行令（昭和二十八年政令第三百四十号）第二十四条の二第四号の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第四条

第一項第一号（修業年限に関する事項に限る。）及び第五号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

②　学校教育法施行令第二十四条の二に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならな

い。

第十七条　学校教育法施行令第二十六条第三項の規定による都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同

して設立する公立大学法人の理事長の報告は、報告書に、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立す

る公立大学法人の理事長からの届出に係るものについては当該届出に係る書類の写しを、当該都道府県又は当該都道府県が単独で若しく

は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校に係るものについては変更の事由及び時期を記載した書類を添

えてしなければならない。

第十八条　学校教育法施行令第二十七条の二第二項の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしな

ければならない。

第十九条　学校教育法、学校教育法施行令及びこの省令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則について

は、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学

校以外の市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。）の設置する学校に係るものにあつては都道

府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事が、これを定める。

第二節　校長、副校長及び教頭の資格

第二十条　校長（学長及び高等専門学校の校長を除く。）の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一　教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）による教諭の専修免許状又は一種免許状（高等学校及び中等教育学校の校長にあ

つては、専修免許状）を有し、かつ、次に掲げる職（以下「教育に関する職」という。）に五年以上あつたこと

イ　学校教育法第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校の校長（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認

定こども園」という。）の園長を含む。）の職

ロ　学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授、助教、副校長（幼保連携型認定こども園の副園長

を含む。）、教頭、主幹教諭（幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。）、指導教諭、教諭、助教諭、養護教

諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師（常時勤務の者に限る。）及び同法第百二

十四条に規定する専修学校の教員（以下本条中「教員」という。）の職

ハ　学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員（単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。）

、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員（学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第七条に規定する職員のうち栄養教諭以

外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。）の職

ニ　学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十六号）第一条の規定による改正前の学校教育法第九十四条の規定によ

り廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制（昭和二十一年勅令第二百八号）第一条の規定による教員養成

諸学校の長の職

ホ　ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職

ヘ　海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設（以下「在外教育施設」という。）で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等

学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職

ト　ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職

チ　少年院法（平成二十六年法律第五十八号）による少年院又は児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）による児童自立支援施

設（児童福祉法等の一部を改正する法律（平成九年法律第七十四号）附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができる

もので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による

指定を受けたものを除く。）において教育を担当する者の職

リ　イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員（単純な

労務に雇用される者を除く。）の職

ヌ　外国の官公庁におけるリに準ずる者の職

二　教育に関する職に十年以上あつたこと

第二十一条　私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務

に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。

第二十二条　国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定す

るもののほか、第二十条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。

第二十三条　前三条の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。

第三節　管理

第二十四条　校長は、その学校に在学する児童等の指導要録（学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録

した書類の原本をいう。以下同じ。）を作成しなければならない。

②　校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送

付しなければならない。

③　校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し（転学してきた児童等に

ついては転学により送付を受けた指導要録（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令（平成二十

六年政令第二百三号）第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。）の写しを含む。）及び前項の抄本又は

写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

第二十五条　校長（学長を除く。）は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

第二十六条　校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

②　懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長（大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。）が行う。

③　前項の退学は、公立の小学校、中学校（学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの（以下

「併設型中学校」という。）を除く。）、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該

当する児童等に対して行うことができる。

一　性行不良で改善の見込がないと認められる者
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二　学力劣等で成業の見込がないと認められる者

三　正当の理由がなくて出席常でない者

四　学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

④　第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

⑤　学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。

第二十七条　私立学校が、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道

府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。

第二十八条　学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

一　学校に関係のある法令

二　学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌

三　職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表

四　指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿

五　入学者の選抜及び成績考査に関する表簿

六　資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録

七　往復文書処理簿

②　前項の表簿（第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。）は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導

要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。

③　学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間か

ら当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

第二章　義務教育

第二十九条　市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第一条第三項（同令第二条において準用する場合を含む。）の規定により学齢簿を

磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製する場合に

は、電子計算機（電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。）の

操作によるものとする。

２　市町村の教育委員会は、前項に規定する場合においては、当該学齢簿に記録されている事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関

する事務に従事している者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し又はき

損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第三十条　学校教育法施行令第一条第一項の学齢簿に記載（同条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記

録。以下同じ。）をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一　学齢児童又は学齢生徒に関する事項　氏名、現住所、生年月日及び性別

二　保護者に関する事項　氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係

三　就学する学校に関する事項

イ　当該市町村の設置する小学校、中学校（併設型中学校を除く。）又は義務教育学校に就学する者について、当該学校の名称並びに

当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日

ロ　学校教育法施行令第九条に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校（併設型中学校を除く。）又は義務教育学校以

外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る

入学、転学、退学及び卒業の年月日

ハ　特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入

学、転学、退学及び卒業の年月日

四　就学の督促等に関する事項　学校教育法施行令第二十条又は第二十一条の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長か

ら通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日

五　就学義務の猶予又は免除に関する事項　学校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者につい

て、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日

六　その他必要な事項　市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項

２　学校教育法施行令第二条に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については、前項第一号、第二号及び第六号の規定

を準用する。

第三十一条　学校教育法施行令第二条の規定による学齢簿の作成は、十月一日現在において行うものとする。

第三十二条　市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項（同令第六条において準用する場合を含む。次項において同じ。）の

規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校（次項において「就学校」という。）を指定する場合には、あらか

じめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとす

る。

２　市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同

令第八条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。

第三十三条　市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第八条の規定により、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更するこ

とができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

第三十四条　学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第十八条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村

の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由

を証するに足る書類を添えなければならない。

第三十五条　学校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は

当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入すること

ができる。

第三章　幼稚園

第三十六条　幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、幼稚園設置基準（昭和三十一年文部省令第三十

二号）の定めるところによる。

第三十七条　幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはならない。

第三十八条　幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科

学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
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第三十九条　第四十八条、第四十九条、第五十四条、第五十九条から第六十八条まで（第六十五条の二及び第六十五条の三を除く。）の規

定は、幼稚園に準用する。

第四章　小学校

第一節　設備編制

第四十条　小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、小学校設置基準（平成十四年文部科学省令第十四

号）の定めるところによる。

第四十一条　小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、こ

の限りでない。

第四十二条　小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

第四十三条　小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

第四十四条　小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。

２　前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教

務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞ

れ置かないことができる。

３　教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

４　教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

５　学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第四十五条　小学校においては、保健主事を置くものとする。

２　前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、

保健主事を置かないことができる。

３　保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。

４　保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第四十六条　小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

２　事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。

３　事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

４　事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第四十七条　小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任

等を置くことができる。

第四十八条　小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

２　職員会議は、校長が主宰する。

第四十九条　小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

２　学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

３　学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設

置者が委嘱する。

第二節　教育課程

第五十条　小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科（以下この節において

「各教科」という。）、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

２　私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつ

て前項の特別の教科である道徳に代えることができる。

第五十一条　小学校（第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除

く。）の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各

学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

第五十二条　小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指

導要領によるものとする。

第五十二条の二　小学校（第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。）においては、中学校における教育との一貫性に

配慮した教育を施すため、当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することが

できる。

２　前項の規定により教育課程を編成する小学校（以下「中学校連携型小学校」という。）は、第七十四条の二第一項の規定により教育課

程を編成する中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

第五十二条の三　中学校連携型小学校の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の

それぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の二に定める授業時数を標準とする。

第五十二条の四　中学校連携型小学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別

に定めるところによるものとする。

第五十三条　小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

第五十四条　児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

第五十五条　小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされている

と文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校

にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十

九条の五第一項）又は第五十二条の規定によらないことができる。

第五十五条の二　文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育

を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教

育課程について、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）及び学校教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり、児童の教育

上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定める

ところにより、第五十条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校

併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないこ

とができる。

第五十六条　小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象と

して、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣
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が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規

定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条の規定によらないこと

ができる。

第五十六条の二　小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必

要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校にあつ

ては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の

五第一項）及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

第五十六条の三　前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童が設置者の定めるところにより他の小学校、義務

教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を、当該児童の在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に

係る授業とみなすことができる。

第五十六条の四　小学校において、学齢を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う

必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十

一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十

二において準用する第七十九条の五第一項）及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

第五十六条の五　学校教育法第三十四条第二項に規定する教材（以下この条において「教科用図書代替教材」という。）は、同条第一項に

規定する教科用図書（以下この条において「教科用図書」という。）の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部（電磁的記録に

記録することに伴つて変更が必要となる内容を除く。）をそのまま記録した電磁的記録である教材とする。

２　学校教育法第三十四条第二項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとす

る。

３　学校教育法第三十四条第三項に規定する文部科学大臣の定める事由は、次のとおりとする。

一　視覚障害、発達障害その他の障害

二　日本語に通じないこと

三　前二号に掲げる事由に準ずるもの

４　学校教育法第三十四条第三項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとす

る。

第五十七条　小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければな

らない。

第五十八条　校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

第三節　学年及び授業日

第五十九条　小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第六十条　授業終始の時刻は、校長が定める。

第六十一条　公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教

育委員会（公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。）が必要と認める場合は、こ

の限りでない。

一　国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する日

二　日曜日及び土曜日

三　学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日

第六十二条　私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。

第六十三条　非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校につ

いてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会（公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事

長）に報告しなければならない。

第四節　職員

第六十四条　講師は、常時勤務に服しないことができる。

第六十五条　学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第六十五条の二　スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。

第六十五条の三　スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。

第五節　学校評価

第六十六条　小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

２　前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第六十七条　小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者（当該小学

校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条　小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設

置者に報告するものとする。

第五章　中学校

第六十九条　中学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準（平成十四年文部科学省令第十

五号）の定めるところによる。

第七十条　中学校には、生徒指導主事を置くものとする。

２　前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるとき

は、生徒指導主事を置かないことができる。

３　生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

４　生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第七十一条　中学校には、進路指導主事を置くものとする。

２　前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かない

ことができる。

３　進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する

事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
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第七十二条　中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科（以下本章及び第七

章中「各教科」という。）、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

第七十三条　中学校（併設型中学校、第七十四条の二第二項に規定する小学校連携型中学校、第七十五条第二項に規定する連携型中学校及

び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。）の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時

間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。

第七十四条　中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指

導要領によるものとする。

第七十四条の二　中学校（併設型中学校、第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中

学校を除く。）においては、小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該小学校の設置者との

協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

２　前項の規定により教育課程を編成する中学校（以下「小学校連携型中学校」という。）は、中学校連携型小学校と連携し、その教育課

程を実施するものとする。

第七十四条の三　小学校連携型中学校の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授

業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の三に定める授業時数を標準とする。

第七十四条の四　小学校連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別

に定めるところによるものとする。

第七十五条　中学校（併設型中学校、小学校連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。）においては、

高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるとこ

ろにより、教育課程を編成することができる。

２　前項の規定により教育課程を編成する中学校（以下「連携型中学校」という。）は、第八十七条第一項の規定により教育課程を編成す

る高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

第七十六条　連携型中学校の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並び

に各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。

第七十七条　連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めると

ころによるものとする。

第七十七条の二　中学校は、当該中学校又は当該中学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため必要があ

る場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められるときは、文

部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させること

ができる。

第七十八条　校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な

書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。ただし、第九十条第三項（第百三十五条第五項において準用

する場合を含む。）及び同条第四項の規定に基づき、調査書を入学者の選抜のための資料としない場合は、調査書の送付を要しない。

第七十八条の二　部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動（中学校の教育課程として行われるものを除

く。）に係る技術的な指導に従事する。

第七十九条　第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。この場合に

おいて、第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第五十五条から第五十六条の二まで及び第五十六条の四の規定中「第五十条

第一項」とあるのは「第七十二条」と、「第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定す

る中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）」とあるのは「第七十三条（併設型中学校

にあつては第百十七条において準用する第百七条、小学校連携型中学校にあつては第七十四条の三、連携型中学校にあつては第七十六

条、第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第二項）」と、

「第五十二条」とあるのは「第七十四条」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と、第五十六条の三中「他

の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

第五章の二　義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

第一節　義務教育学校

第七十九条の二　義務教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、小学校設置基準の規定を準用する。

２　義務教育学校の後期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。

第七十九条の三　義務教育学校の学級数は、十八学級以上二十七学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあ

るときは、この限りでない。

第七十九条の四　義務教育学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、八学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとす

る。

第七十九条の五　次条第一項において準用する第五十条第一項に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科で

ある道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二

の二に定める授業時数を標準とする。

２　次条第二項において準用する第七十二条に規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的

な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の三に定める授業時数を標準と

する。

第七十九条の六　義務教育学校の前期課程の教育課程については、第五十条、第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学

習指導要領及び第五十五条から第五十六条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十五条から第五十六条までの規定中「第

五十条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあ

つては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第一項又は第七十九条

の六第一項において準用する第五十条第一項若しくは第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と、第五

十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第一項」と、第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項、第

五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条

の十二において準用する第七十九条の五第一項）及び第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第一項並びに第七十九条の六第一項にお

いて準用する第五十条第一項及び第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

２　義務教育学校の後期課程の教育課程については、第五十条第二項、第五十五条から第五十六条の四まで及び第七十二条の規定並びに第

七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第五十五条から第五十六条
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までの規定中「第五十条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校

併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第二

項又は第七十九条の六第二項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要

領」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第二項」と、第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十

条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつて

は第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）及び第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第二項並びに第七十九条の

六第二項において準用する第七十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十六条の四

中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

第七十九条の七　義務教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定め

るところによるものとする。

第七十九条の八　第四十三条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで（第六十九条を除く。）

及び第七十八条の規定は、義務教育学校に準用する。

２　第七十七条の二及び第七十八条の二の規定は、義務教育学校の後期課程に準用する。

第二節　中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

第七十九条の九　同一の設置者が設置する小学校（中学校連携型小学校を除く。）及び中学校（併設型中学校、小学校連携型中学校及び連

携型中学校を除く。）においては、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことができる。

２　前項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校（以下「中学校併設型小学校」という。）及び同項の規定により小

学校における教育と一貫した教育を施す中学校（以下「小学校併設型中学校」という。）においては、小学校における教育と中学校にお

ける教育を一貫して施すためにふさわしい運営の仕組みを整えるものとする。

第七十九条の十　中学校併設型小学校の教育課程については、第四章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別

に定めるところによるものとする。

２　小学校併設型中学校の教育課程については、第五章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるとこ

ろによるものとする。

第七十九条の十一　中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すた

め、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

第七十九条の十二　第七十九条の五第一項の規定は中学校併設型小学校に、同条第二項の規定は小学校併設型中学校に準用する。

第六章　高等学校

第一節　設備、編制、学科及び教育課程

第八十条　高等学校の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準（平成十六年文

部科学省令第二十号）の定めるところによる。

第八十一条　二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科（以下「専門学科」という。）ごとに学科主任を置き、農業に関

する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。

２　前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学

科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置

かないことができる。

３　学科主任及び農場長は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

４　学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

５　農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

第八十二条　高等学校には、事務長を置くものとする。

２　事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。

３　事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

第八十三条　高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動によつて編成するものとす

る。

第八十四条　高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学

習指導要領によるものとする。

第八十五条　高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされてい

ると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる。

第八十五条の二　文部科学大臣が、高等学校において、当該高等学校又は当該高等学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的

な教育を実施するため、当該高等学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該

特別の教育課程について、教育基本法及び学校教育法第五十一条の規定等に照らして適切であり、生徒の教育上適切な配慮がなされてい

るものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条

又は第八十四条の規定の全部又は一部によらないことができる。

第八十六条　高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、

高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第五十七条に規定する高等学校の入学資格を有

するが、高等学校に入学していないと認められる者又は疾病による療養のため若しくは障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認

められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第五十七条に規定する高等学校

の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を

実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条又は第八十四条の規

定によらないことができる。

第八十七条　高等学校（学校教育法第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの（以下「併設型高等学校」とい

う。）を除く。）においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者と

の協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

２　前項の規定により教育課程を編成する高等学校（以下「連携型高等学校」という。）は、連携型中学校と連携し、その教育課程を実施

するものとする。

第八十八条　連携型高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定める

ところによるものとする。
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第八十八条の二　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア・ディプロマ・プログラムを提供する学

校として認められた高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定め

るところによるものとする。

第八十八条の三　高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室

等以外の場所で履修させることができる。

第八十九条　高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合に

は、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

２　第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適

切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。

第二節　入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等

第九十条　高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査（以下この条において

「学力検査」という。）の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。

２　学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。

３　調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。

４　連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調

査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。

５　公立の高等学校（公立大学法人の設置する高等学校を除く。）に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育

委員会が行う。

第九十一条　第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力がある

と認められた者とする。

第九十二条　他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の

校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。

２　全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入すること

ができる。

第九十三条　校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

２　校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、

三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

３　校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に

規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

第九十四条　生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

第九十五条　学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　外国において、学校教育における九年の課程を修了した者

二　文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

三　文部科学大臣の指定した者

四　就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和四十一年文部省令第三十六号）により、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認定された者

五　その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第九十六条　校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以

上を修得した者について行わなければならない。ただし、第八十五条、第八十五条の二又は第八十六条の規定により、高等学校の教育課

程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

２　前項前段の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する

単位数は三十六単位を超えないものとする。ただし、疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その

他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学校を欠席すると認められるものについては、この限りでない。

第九十七条　校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程におい

て一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位

数のうちに加えることができる。

２　前項の規定により、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該他の

高等学校又は中等教育学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。

３　同一の高等学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については、前二項の規定を準用する。

第九十八条　校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等

学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

一　大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に

定めるもの

二　知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修

三　ボランティア活動その他の継続的に行われる活動（当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。）に係る学

修で文部科学大臣が別に定めるもの

第九十九条　第九十七条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を

超えないものとする。

第百条　校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修（当該生徒が入学する前に行つ

たものを含む。）を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

一　高等学校卒業程度認定試験規則（平成十七年文部科学省令第一号）の定めるところにより合格点を得た試験科目（同令附則第二条の

規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。）の定めるところにより合格点

を得た受検科目を含む。）に係る学修

二　高等学校の別科における学修で第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修

得した科目に係る学修

第百条の二　学校教育法第五十八条の二に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。
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一　修業年限が二年以上であること。

二　課程の修了に必要な総単位数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。

２　前項の基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限か

ら、修了した高等学校の専攻科における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学

することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。

第百条の三　前条第一項の基準を満たす専攻科を置く高等学校は、当該専攻科について、第百四条第一項において準用する第六十六条第一

項の規定による評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者（当該高等学校の

職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するものとする。

第三節　定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他

第百一条　通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の定めるところによ

る。

２　第八十条（施設、設備及び編制に係るものに限る。）並びに第百四条において準用する第五十九条及び第六十一条から第六十三条まで

の規定は、通信制の課程に適用しない。

第百二条　高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるも

のとする。

第百三条　高等学校においては、第百四条第一項において準用する第五十七条（各学年の課程の修了に係る部分に限る。）の規定にかかわ

らず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。

２　前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規

程（昭和六十三年文部省令第六号）の定めるところによる。

第百四条　第四十三条から第四十九条まで（第四十六条を除く。）、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで（第六十九条を除く。）

及び第七十八条の二の規定は、高等学校に準用する。

２　前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年

は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。

３　校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、

学期の区分に従い、入学（第九十一条に規定する入学を除く。）を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

第七章　中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校

第一節　中等教育学校

第百五条　中等教育学校の設置基準は、この章に定めるもののほか、別に定める。

第百六条　中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。

２　中等教育学校の後期課程の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項については、高等学校設置基準の規定を準用する。

第百七条　次条第一項において準用する第七十二条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、

総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準

とする。

第百八条　中等教育学校の前期課程の教育課程については、第五十条第二項、第五十五条から第五十六条の四まで及び第七十二条の規定並

びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第五十五条から第五

十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する

中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項）又は第五十二条」とあるのは「第百七条又は

第百八条第一項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五

十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と、第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項、第五十

一条（中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十

二において準用する第七十九条の五第一項）及び第五十二条」とあるのは「第百七条並びに第百八条第一項において準用する第七十二条

及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十六条の四中「他の小学校、義務教育学校の前期

課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学

部」と読み替えるものとする。

２　中等教育学校の後期課程の教育課程については、第八十三条、第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条の二の規定並びに第八十

四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、第八十五条中「前二条」とあ

り、並びに第八十五条の二及び第八十六条中「第八十三条又は第八十四条」とあるのは、「第百八条第二項において準用する第八十三条

又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と、第八十五条の二中「第五十一条」とあるのは「第六

十七条第二項」と読み替えるものとする。

第百九条　中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるとこ

ろによるものとする。

第百十条　中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。

２　前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。

第百十一条　中等教育学校の後期課程の通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信

教育規程の規定を準用する。

第百十二条　次条第三項において準用する第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する

特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程の規定を準用する。

第百十三条　第四十三条から第四十九条まで（第四十六条を除く。）、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで（第六十九条を除

く。）、第七十八条の二、第八十二条、第九十一条、第九十四条及び第百条の三の規定は、中等教育学校に準用する。この場合において、

同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。

２　第七十七条の二及び第七十八条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。

３　第八十一条、第八十八条の三、第八十九条、第九十二条、第九十三条、第九十六条から第百条の二まで、第百一条第二項、第百二条、

第百三条第一項及び第百四条第二項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において、第九十六条第一項中「第八十五

条、第八十五条の二又は第八十六条」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条、第八十五条の二又は第八十

六条」と、「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部

科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。
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第二節　併設型中学校及び併設型高等学校

第百十四条　併設型中学校の教育課程については、第五章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めると

ころによるものとする。

２　併設型高等学校の教育課程については、第六章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところに

よるものとする。

第百十五条　併設型中学校及び併設型高等学校においては、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため、設置者の定

めるところにより、教育課程を編成するものとする。

第百十六条　第九十条第一項の規定にかかわらず、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者

の選抜は行わないものとする。

第百十七条　第百七条及び第百十条の規定は、併設型中学校に準用する。

第八章　特別支援教育

第百十八条　特別支援学校の設置基準及び特別支援学級の設備編制は、この章に規定するもののほか、別に定める。

第百十九条　特別支援学校においては、学校教育法第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他

の設置者の定める規則（次項において「学則等」という。）で定めるとともに、これについて保護者等に対して積極的に情報を提供する

ものとする。

２　前項の学則等を定めるに当たつては、当該特別支援学校の施設及び設備等の状況並びに当該特別支援学校の所在する地域における障害

のある児童等の状況について考慮しなければならない。

第百二十条　特別支援学校の幼稚部において、主幹教諭、指導教諭又は教諭（以下「教諭等」という。）一人の保育する幼児数は、八人以

下を標準とする。

２　特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、視覚障害者又は聴覚障害者で

ある児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては十人以下を、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同

じ。）である児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては十五人以下を標準とし、高等部の同時に授業を受ける一学級の生徒数は、

十五人以下を標準とする。

第百二十一条　特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情が

ある場合においては、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。

２　特別支援学校の幼稚部における保育は、特別の事情のある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び

病弱者の別ごとに行うものとする。

３　特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の学級は、特別の事情のある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体

不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとする。

第百二十二条　特別支援学校の幼稚部においては、同時に保育される幼児数八人につき教諭等を一人置くことを基準とする。

２　特別支援学校の小学部においては、校長のほか、一学級当たり教諭等を一人以上置かなければならない。

３　特別支援学校の中学部においては、一学級当たり教諭等を二人置くことを基準とする。

４　視覚障害者である生徒及び聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部においては、自立教科（理療、理学療法、

理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科をいう。）を担任するため、必要な数の教員を置かなければならない。

５　前四項の場合において、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないときは、校長、副校長若しくは教頭が教諭等を兼ね、又は助教諭

若しくは講師をもつて教諭等に代えることができる。

第百二十三条　寄宿舎指導員の数は、寄宿舎に寄宿する児童等の数を六で除して得た数以上を標準とする。

第百二十四条　寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、第四項に規定する寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは寮

務主任を、第五項に規定する舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎監を、それぞれ置かないことができる。

３　寮務主任及び舎監は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

４　寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

５　舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

第百二十五条　特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。

２　主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

第百二十六条　特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、

特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、特別の教

科である道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語活動を加えて教

育課程を編成することができる。

第百二十七条　特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、

特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭

の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必

要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することができる。

第百二十八条　特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目、総合的な学習の時間、特別活動

並びに自立活動によつて編成するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、

外国語、情報、家政、農業、工業、流通・サービス及び福祉の各教科、第百二十九条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定め

るこれら以外の教科及び道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。

第百二十九条　特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定め

るもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支

援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。

第百三十条　特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第百二十六条から第百二十八条までに規定す

る各教科（次項において「各教科」という。）又は別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせ

て授業を行うことができる。

２　特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若

しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳（特別支援学校の高等部にあつては、前条に
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規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定める道徳）、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業

を行うことができる。

第百三十一条　特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は

教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第百二十六条から第百二十九条までの規定にかかわらず、特別の教育

課程によることができる。

２　前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教

科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができ

る。

３　第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適

切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。

第百三十二条　特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児

童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百

二十六条から第百二十九条までの規定によらないことができる。

第百三十二条の二　文部科学大臣が、特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置

されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該特別支援学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を

編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法及び学校教育法第七十二条の規定等に照らして適

切であり、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合において

は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定の一部又は全部によらないことができる。

第百三十二条の三　特別支援学校の小学部又は中学部において、日本語に通じない児童又は生徒のうち、当該児童又は生徒の日本語を理解

し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六

条、第百二十七条及び第百二十九条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

第百三十二条の四　前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小

学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該児童又は

生徒の在学する特別支援学校の小学部又は中学部において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

第百三十二条の五　特別支援学校の小学部又は中学部において、学齢を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実

情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところによ

り、第百二十六条、第百二十七条及び第百二十九条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

第百三十三条　校長は、生徒の特別支援学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たつては、特別支援学校高等部学習指導要領に定めると

ころにより行うものとする。ただし、第百三十二条又は第百三十二条の二の規定により、特別支援学校の高等部の教育課程に関し第百二

十八条及び第百二十九条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

２　前項前段の規定により全課程の修了の要件として特別支援学校高等部学習指導要領の定めるところにより校長が定める単位数又は授業

時数のうち、第百三十五条第五項において準用する第八十八条の三に規定する授業の方法によるものは、それぞれ全課程の修了要件とし

て定められた単位数又は授業時数の二分の一に満たないものとする。ただし、疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当

な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間特別支援学校を欠席すると認められるもの又は教員を派

遣して教育を行う必要があると認められるものについては、この限りでない。

第百三十四条　特別支援学校の高等部における通信教育に関する事項は、別に定める。

第百三十四条の二　校長は、特別支援学校に在学する児童等について個別の教育支援計画（学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務

を行う関係機関及び民間団体（次項において「関係機関等」という。）との連携の下に行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計

画をいう。）を作成しなければならない。

２　校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに当たつては、当該児童等又はその保護者の意向を踏まえつつ、あらかじ

め、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない。

第百三十五条　第四十三条から第四十九条まで（第四十六条を除く。）、第五十四条、第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六

十八条まで、第八十二条及び第百条の三の規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるの

は、「第百三十五条第一項」と読み替えるものとする。

２　第五十六条の五から第五十八条まで、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。

３　第三十五条、第五十条第二項及び第五十三条の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。

４　第三十五条、第五十条第二項、第七十条、第七十一条及び第七十七条の二から第七十八条の二までの規定は、特別支援学校の中学部に

準用する。

５　第七十条、第七十一条、第七十八条の二、第八十一条、第八十八条の三、第九十条第一項から第三項まで、第九十一条から第九十五条

まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百条の二まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等部に準用す

る。この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の

高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支

援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

第百三十六条　小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数は、

法令に特別の定めのある場合を除き、十五人以下を標準とする。

第百三十七条　特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第八十一条第二項各号に掲げる区分に従つて置くものとす

る。

第百三十八条　小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に

必要がある場合は、第五十条第一項（第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。）、第五十一条、第五十二条（第七十九条の六

第一項において準用する場合を含む。）、第五十二条の三、第七十二条（第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合

を含む。）、第七十三条、第七十四条（第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。）、第七十四条の三、第七

十六条、第七十九条の五（第七十九条の十二において準用する場合を含む。）及び第百七条（第百十七条において準用する場合を含む。）

の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

第百三十九条　前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが

適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

２　第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適

切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。
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第百三十九条の二　第百三十四条の二の規定は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級

の児童又は生徒について準用する。

第百四十条　小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒（特別支

援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定

めるところにより、第五十条第一項（第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。）、第五十一条、第五十二条（第七十九条の六

第一項において準用する場合を含む。）、第五十二条の三、第七十二条（第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合

を含む。）、第七十三条、第七十四条（第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。）、第七十四条の三、第七

十六条、第七十九条の五（第七十九条の十二において準用する場合を含む。）、第八十三条及び第八十四条（第百八条第二項において準用

する場合を含む。）並びに第百七条（第百十七条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができ

る。

一　言語障害者

二　自閉症者

三　情緒障害者

四　弱視者

五　難聴者

六　学習障害者

七　注意欠陥多動性障害者

八　その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

第百四十一条　前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学

校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において受

けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

第百四十一条の二　第百三十四条の二の規定は、第百四十条の規定により特別の指導が行われている児童又は生徒について準用する。

第九章　大学

第一節　設備、編制、学部及び学科

第百四十二条　大学（専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。以下この項において同じ。）の設備、編制、学部及び学科に関する事

項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八

号）及び大学通信教育設置基準（昭和五十六年文部省令第三十三号）の定めるところによる。

②　専門職大学（大学院を除く。以下この項において同じ。）の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項その他

専門職大学の設置に関する事項は、専門職大学設置基準（平成二十九年文部科学省令第三十三号）の定めるところによる。

③　大学院の設備、編制、研究科、教員の資格に関する事項及び通信教育に関する事項その他大学院の設置に関する事項は、大学院設置基

準（昭和四十九年文部省令第二十八号）及び専門職大学院設置基準（平成十五年文部科学省令第十六号）の定めるところによる。

④　短期大学（専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。）の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期

大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準（昭和五十年文部省令第二十一号）及び短期大学通信教育設置基準（昭和五十七年文部省

令第三号）の定めるところによる。

⑤　専門職短期大学の設備、編制、学科、教員の資格その他専門職短期大学の設置に関する事項は、専門職短期大学設置基準（平成二十九

年文部科学省令第三十四号）の定めるところによる。

第百四十三条　教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもつて構成される代議員会、専門委員会等

（次項において「代議員会等」という。）を置くことができる。

２　教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもつて、教授会の議決とすることができる。

第百四十三条の二　大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。

２　前項の施設を他の大学の利用に供する場合において、当該施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文

部科学大臣の認定を受けることができる。

第百四十三条の三　大学には、学校教育法第九十六条の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施

設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。

２　前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができ

る。

３　第一項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものであって国際的な研究活動の中核としての機能を備えたものは、国際共同利

用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

４　第二項の認定と前項の認定は、重ねて受けることができない。

第二節　入学及び卒業等

第百四十四条　削除

第百四十五条　学位に関する事項は、学位規則（昭和二十八年文部省令第九号）の定めるところによる。

第百四十六条　学校教育法第八十八条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第三十一条第一項、専門職

大学設置基準第二十八条第一項、短期大学設置基準第十七条第一項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第一項に規定する科目等

履修生（第百六十三条の二において「科目等履修生」という。）又は大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第

二項、短期大学設置基準第十七条第二項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第二項に規定する特別の課程履修生（いずれも大学

の学生以外の者に限る。）として一の大学において一定の単位（同法第九十条の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）

を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項、専門職大学設置基準第二十六条第一項、短期大学設置基準第十六条第一項又は専門

職短期大学設置基準第二十三条第一項の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に

要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

第百四十六条の二　学校教育法第八十八条の二に規定する修業年限の通算は、専門職大学等（専門職大学及び専門職短期大学をいう。以下

同じ。）の定めるところにより、専門職大学設置基準第二十六条第三項又は専門職短期大学設置基準第二十三条第三項の規定により当該

職業を担うための実践的な能力（当該専門職大学等で修得させることとしているものに限る。）の修得を当該専門職大学等における授業

科目の履修とみなして単位を与えられた者に対し、与えられた当該単位数、当該実践的な能力の修得に要した期間その他専門職大学等が

必要と認める事項を勘案して行うものとする。

２　学校教育法第八十八条の二ただし書に規定する文部科学大臣が定める期間は、当該専門職大学等の修業年限の四分の一とする。
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第百四十七条　学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合（学生が授業科目の構成等

の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。）に限り行うことができる。

一　大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表しているこ

と。

二　大学が、大学設置基準第二十七条の二又は専門職大学設置基準第二十三条に規定する履修科目として登録することができる単位数の

上限を定め、適切に運用していること。

三　学校教育法第八十七条第一項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を

優秀な成績をもつて修得したと認められること。

四　学生が、学校教育法第八十九条に規定する卒業を希望していること。

第百四十八条　学校教育法第八十七条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部に在学する学生にあつては、同

法第八十九条の規定により在学すべき期間は、四年とする。

第百四十九条　学校教育法第八十九条の規定により、一の大学（短期大学を除く。以下この条において同じ。）に三年以上在学したものに

準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して三年以上となつたものと定める。

一　第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす一の大学から他の当該各号の要件を満たす大学へ転学した者

二　第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を退学した者であつて、当該大学における在学期間以下の期間を別の当該各号の

要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

三　第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を卒業した者であつて、当該大学における修業年限以下の期間を別の当該各号の

要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

第百五十条　学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

二　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

三　専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が

別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

四　文部科学大臣の指定した者

五　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定（以下「旧検定」と

いう。）に合格した者を含む。）

六　学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育

を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

七　大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

第百五十一条　学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学し

ようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。

第百五十二条　学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第

百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

第百五十三条　学校教育法第九十条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、二年とする。

第百五十四条　学校教育法第九十条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号の

いずれかに該当する者と定める。

一　中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に二年以上在学した者

二　外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者

三　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（高等学校の課程に相当する課程を有するも

のとして指定したものを含む。）の当該課程に二年以上在学した者

四　第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後にお

いて二年以上在学した者

五　文部科学大臣が指定した者

六　高等学校卒業程度認定試験規則第四条に定める試験科目の全部（試験の免除を受けた試験科目を除く。）について合格点を得た者（旧

規程第四条に規定する受検科目の全部（旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。）について合格点を

得た者を含む。）で、十七歳に達したもの

第百五十五条　学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学（短期大学を除く。以下この項において同じ。）

の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。

一　学校教育法第百四条第七項の規定により学士の学位を授与された者

二　外国において、学校教育における十六年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程（当該課程

に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医学を履修する博士課程への入学については、

十八年）の課程を修了した者

三　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年（医学を履修

する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年）の課

程を修了した者

四　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における十六年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する

博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年）の課程を修了したとされるものに限

る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者

四の二　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者

による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が三年（医学を

履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年）以

上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了

すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了すること

を含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者
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五　専修学校の専門課程（修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が

別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

六　文部科学大臣の指定した者

七　学校教育法第百二条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院におけ

る教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

八　大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳（医学を履修する

博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳）に達し

たもの

２　学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。）の専攻科の課程を修了した者の

うち学校教育法第五十八条の二（同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）の規定により大学に編入学する

ことができるもの（修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする高等学校の専攻科の課程

を修了した者に限る。）

二　専門職大学の前期課程を修了した者（修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年とする専門職大

学の前期課程を修了した者に限る。）

三　高等専門学校を卒業した者（修業年限を二年とする短期大学の専攻科への入学に限る。）

四　専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの（修業年限を三年

とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。）

五　外国において、学校教育における十四年（修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年）の課程を修了した

者

六　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年（修業年限を

三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年）の課程を修了した者

七　我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における十四年（修業年限を三年とする短期大学の専攻

科への入学については、十五年）の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

八　その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第百五十六条　学校教育法第百二条第一項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第百四条第一項に規定する文

部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　外国において修士の学位又は専門職学位（学校教育法第百四条第一項の規定に基づき学位規則第五条の二に規定する専門職学位をい

う。以下この条において同じ。）に相当する学位を授与された者

二　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

三　我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部

科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

四　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和五十一年法律第七十二号）第一条第二項に

規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（次号及び第百六十二条において「国際連

合大学」という。）の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

五　外国の学校、第三号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第十六条の二に規定する試験及

び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

六　文部科学大臣の指定した者

七　大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四

歳に達したもの

第百五十七条　学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項に規定する大学の定める単位その他必要な事項をあ

らかじめ公表するなど、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう配慮するものとする。

第百五十八条　学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第

百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

第百五十九条　学校教育法第百二条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、三年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士

課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を

履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に四年）とする。

第百六十条　学校教育法第百二条第二項の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれ

かに該当するものと定める。

一　外国において学校教育における十五年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を

履修する博士課程への入学については、十六年）の課程を修了した者

二　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十五年（医学を履修

する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年）の課

程を修了した者

三　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における十五年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する

博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年）の課程を修了したとされるものに限

る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者

第百六十条の二　学校教育法第百二条第二項に規定する単位の修得の状況に準ずるものとして文部科学大臣が定めるものは、法科大学院

（専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この条において同じ。）が当該法科大学院

において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果とする。

第百六十一条　短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学（短期大学を除く。）の定めるところにより、当該大学の修業年限から、

卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することがで

きる。
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２　前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者（学校教育法第九十条第一項に規定

する者に限る。）について準用する。

第百六十二条　我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者（大学及び短期大学にあつては学校教育法第九十条第

一項に規定する者に、大学院にあつては同法第百二条第一項に規定する者に限る。）及び国際連合大学の課程に在学した者は、転学しよ

うとする大学、大学院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学することができる。

第百六十三条　大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。

②　大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。

第百六十三条の二　大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修

得した者に対し、学修証明書（その事実を証する書面をいう。）を交付することができる。

第三節　履修証明書が交付される特別の課程

第百六十四条　大学（大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。）は、学校教育法第百五条に規定する特別の課程（以下この

条において「特別の課程」という。）の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に

編成するものとする。

２　特別の課程の総時間数は、六十時間以上とする。

３　特別の課程の履修資格は、大学において定めるものとする。ただし、当該資格を有する者は、学校教育法第九十条第一項の規定により

大学に入学することができる者でなければならない。

４　特別の課程における講習又は授業の方法は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大

学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準の定めるところによる。

５　大学は、特別の課程の編成に当たつては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修

了要件、大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項及び専門職短期大学

設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無、実施体制その他当該大学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとす

る。

６　大学は、学校教育法第百五条に規定する証明書（次項において「履修証明書」という。）に、特別の課程の名称、内容の概要、総時間

数その他当該大学が必要と認める事項を記載するものとする。

７　大学は、特別の課程の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければな

らない。

第四節　認証評価その他

第百六十五条　公開講座に関する事項は、別にこれを定める。

第百六十五条の二　大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程（大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻）ごとに、その教育

上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。

一　卒業又は修了の認定に関する方針

二　教育課程の編成及び実施に関する方針

三　入学者の受入れに関する方針

２　前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。

第百六十六条　大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定する

とともに、適当な体制を整えて行うものとする。

第百六十七条　学校教育法第百九条第三項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。

一　専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学等又は専門

職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定し

た団体から、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その

結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

二　専門職大学等が、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学等の教育課程、教員組織その他

の教育研究活動の状況について、当該専門職大学等の課程に係る分野に識見を有する者（当該専門職大学等の職員を除く。）による検

証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

第百六十八条　学校教育法第百九条第二項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、大学又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞ

れ行うものとする。

２　学校教育法第百九条第三項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野ごとに行

うものとする。

第百六十九条　学校教育法第百十条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。

一　名称及び事務所の所在地

二　役員（申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人）の氏

名

三　評価の対象

四　大学評価基準及び評価方法

五　評価の実施体制

六　評価の結果の公表の方法

七　評価の周期

八　評価に係る手数料の額

九　その他評価の実施に関し参考となる事項

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一　定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二　申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（申請の日の属する事業年度に設立された法人（申請者が

人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）にあつては、その設立時における財産目録）
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三　申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況（当該評価の業務を

実施していない場合にあつては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画）を記載した

書面

四　認証評価の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書面

第百七十条　学校教育法第百十条第三項に規定する細目は、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定

める省令（平成十六年文部科学省令第七号）の定めるところによる。

第百七十一条　学校教育法第百十条第四項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる

方法によつて行うものとする。

第百七十二条　学校教育法第百十条第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第百六十九条第一項第一号から第三号まで及び第五号

から第八号までに掲げる事項とする。

第百七十二条の二　大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

一　大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること

二　教育研究上の基本組織に関すること

三　教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

四　入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に

関すること

五　授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置基準第十九条の二第一項（大学院設置基準第十五条において読み

替えて準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準第十一条の二第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準

第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条の二第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号に

おいて「連携開設科目」という。）に係るものを含む。）に関すること

六　学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること

七　校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

八　授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

九　大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

２　専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及

び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状

況についての情報を公表するものとする。

３　大学院（専門職大学院を除く。）を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位

論文に係る評価に当たつての基準についての情報を公表するものとする。

４　大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努め

るものとする。

５　前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることがで

きる方法によつて行うものとする。

第百七十三条　第五十八条の規定は、大学に準用する。

第十章　高等専門学校

第百七十四条　高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項について

は、高等専門学校設置基準（昭和三十六年文部省令第二十三号）の定めるところによる。

第百七十五条　高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。

２　高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。

３　教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。

４　学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること（寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するもの

を除く。）を掌理する。

５　寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。

第百七十六条　校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。

２　校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第二十条第三項により準用する同条第一項

の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第百七十九条において準用する第五十九条に規定する学年の途

中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

第百七十七条　学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条

の二（同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）の規定により大学に編入学することができるもの

二　専門職大学の前期課程を修了した者

三　短期大学を卒業した者

四　専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの

五　外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者

六　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了

した者

七　我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。）

を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了した者

八　その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第百七十八条　高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、二年以下の期間

を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。

第百七十九条　第五十七条から第六十二条まで、第九十条第一項及び第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条、第九十五条、

第百四条第三項、第百六十四条から第百六十六条まで並びに第百六十九条から第百七十二条の二（第三項を除く。）までの規定は、高等

専門学校に準用する。この場合において、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」

と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百十八条の規定により高等専門学校」と、同条第四項中「大学設
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置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育

設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「高等専門学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項、専門

職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の

授与の有無」とあるのは「高等専門学校設置基準第二十一条第二項の規定による単位の修得の認定の有無」と、同条第六項中「第百五

条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と読み替えるものとする。

第十一章　専修学校

第百八十条　専修学校の設備、編制、授業、教員の資格その他専修学校の設置に関する事項は、専修学校設置基準（昭和五十一年文部省令

第二号）の定めるところによる。

第百八十一条　専修学校の生徒の入学、退学、休学等については、校長が定める。

第百八十二条　学校教育法第百二十五条第二項に規定する専修学校の高等課程の入学に関し中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認められる者は、第九十五条各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、同条第五号中「高等学校」とあるのは「専修学

校」とする。

第百八十三条　学校教育法第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認

められる者は、同法第九十条第一項に規定する通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相

当する学校教育を修了した者を含む。）若しくは第百五十条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当する者又は次の各号のいずれ

かに該当する者とする。

一　修業年限が三年以上の専修学校の高等課程を修了した者

二　学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒

業した者に準ずる学力があると認めたもの

三　専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

第百八十三条の二　専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる専修学校の学科のうち、同令第四条第一項に規定する昼間学科及

び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年

の課程の修了の認定を行うものとする。

２　前項の規定にかかわらず、同項に規定する学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことが

できる。

第百八十三条の三　前条第一項に規定する学科において、全課程の修了を認めるに当たつては、専修学校設置基準第十七条（前条第二項の

規定により学年による教育課程の区分を設けない学科にあつては同令第二十七条、同令第五条第一項に規定する通信制の学科にあつては

同令第三十七条）に規定する要件を満たす者について行わなければならない。

第百八十四条　専修学校の学年の始期及び終期は、校長が定める。

第百八十五条　専修学校には、校長及び教員のほか、助手、事務職員その他の必要な職員を置くことができる。

第百八十六条　学校教育法第百三十二条に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。

一　修業年限が二年以上であること。

二　課程の修了に必要な総授業時数が別に定める授業時数以上であること。ただし、第百八十三条の二第二項の規定により学年による教

育課程の区分を設けない学科及び専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科にあつては、課程の修了に必要な総単位数が

別に定める単位数以上であること。

２　前項の基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、

修了した専修学校の専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学す

ることができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。

第百八十七条　第三条及び第四条第一項の規定は、専修学校の設置（高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。）の認可の申請につ

いて準用する。

２　専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する第三条の学則中に、前項で準用す

る第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。

一　通信教育を行う区域に関する事項

二　面接による指導の実施に係る体制に関する事項

第百八十八条　第十五条の規定は、専修学校の廃止（高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。）の認可の申請、専修学校の分校の

廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について準用する。

第百八十九条　第五条の規定は専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第十一条の規定は専修学校の目的の変更の認可の申

請及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条ま

で、第五十八条、第六十条及び第六十六条から第六十八条までの規定は専修学校について、第百六十四条の規定は専門課程を置く専修学

校について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学

大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。）の設置する学校

に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは

「市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。）の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県

の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大

臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第百六十四条第一項中「第百五条」と

あるのは「第百三十三条第一項において準用する第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百二

十五条第三項に規定する専修学校の専門課程」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院

設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「専修学校

設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二

項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無、実施体制」とあるのは「実施体制」と、同条第六項中

「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する第百五条」と読み替えるものとする。

第十二章　雑則

第百九十条　第三条から第七条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十六条から第二十八条まで及び第六十六条から第六十八条まで

の規定は、各種学校に準用する。この場合において、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学

大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。）の設置する学校

に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは

「市町村の設置する各種学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第
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二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは

「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第百九十一条　前条に規定するもののほか、各種学校に関し必要な事項は、各種学校規程（昭和三十一年文部省令第三十一号）の定めると

ころによる。

附　則

第一条　この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。

第二条　従前の規定による師範学校、高等師範学校及び女子高等師範学校の附属国民学校及び附属幼稚園は、それぞれこれを学校教育法に

よる小学校及び幼稚園とみなす。

②　従前の規定による盲学校及び聾唖学校の初等部並びにその予科は、それぞれこれを学校教育法による特別支援学校の小学部及び幼稚部

とみなす。

第三条　従前の規定による高等師範学校の附属中学校、女子高等師範学校の附属高等女学校、中学校、高等女学校及び実業学校並びに盲学

校及び聾唖学校の中等部には、それぞれ学校教育法による中学校並びに盲学校及び
ろう

聾学校の中学部を併置したものとみなす。

第四条　私立学校令によつてのみ設立された学校（別に定めるものを除く。）は、学校教育法第百三十四条の規定による各種学校とみなす。

第五条　この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、下欄のように編入し、又は入学させる。

国民学校（師範教育令による附属国民学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学

校の初等部を含む。）、国民学校に準ずる各種学校又は国民学校に類する各種学校の初等科の左

記学年の課程を修了した者

学校教育法による小学校又は中学校へ編入

し、又は入学させる学年

第一学年を修了した者 小学校第二学年

第二学年を修了した者 小学校第三学年

第三学年を修了した者 小学校第四学年

第四学年を修了した者 小学校第五学年

第五学年を修了した者 小学校第六学年

第六学年を修了した者 中学校第一学年

国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校（師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学

校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。）の左記学年の課程を修了した者

学校教育法による中学校へ

編入する学年

第一学年を修了した者 第二学年

第二学年を修了した者 第三学年

②　この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。

国民学校高等科（師範教育令による附属国民学校高等科を含む。）及び青年学校普通科（師範教育令による

附属青年学校の普通科を含む。）の左記学年の課程を修了した者

学校教育法による中学校へ編入

できる学年

第一学年を修了した者 第二学年

第二学年を修了した者 第三学年

国民学校特修科又は青年学校本科の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による中学校へ編入できる学年

第一学年を修了した者 第三学年

③　国民学校高等科修了を入学資格とする中学校、高等女学校及び実業学校の第一学年に入学した者は、学校教育法による中学校の第三学

年に入学した者とみなす。

④　幼稚園令による幼稚園（師範教育令による附属幼稚園及び盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部の予科を含む。）に

在園する幼児は、これをそのまま学校教育法による幼稚園に編入する。

⑤　私立学校令によつてのみ設立された学校（別に定めるものを除く。）に在学する者は、これを学校教育法第百三十四条の規定による各

種学校の在学者として、編入する。

第六条　この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。

国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校（師範教育令による附属中学

校及び附属高等女学校並びに盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校

の中等部を含む。）の左記学年の課程を修了した者

学校教育法による高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）

の全日制の課程へ編入することのできる学年

第四学年 第二学年

第五学年 第三学年

国民学校高等科修了を入学資格とする中等学校（夜間の課程を除く。）の左

記学年の課程を修了した者

学校教育法による高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）

の全日制の課程へ編入することのできる学年

第二学年 第二学年

第三学年 第三学年

修業年限四年の高等女学校卒業程度を入学資格とする高等女学校の高等科若

しくは専攻科の左記学年の課程を修了した者

学校教育法による高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）

の全日制の課程へ編入することのできる学年

第一学年 第三学年

修業年限四年の実業学校卒業程度を入学資格とする実業学校専攻科の左記学

年の課程を修了した者

学校教育法による高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）

の全日制の課程へ編入することのできる学年

第一学年 第三学年

第七条　左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者は、学年の初めにおいて下欄のように

大学に編入し、又は入学させることができる。

従前の規定による大学学部の左記学年の課程を修了した者 学校教育法による大学（短期大学を除く。）へ編入した場合の

在学すべき年数

第一学年を修了した者（学年制をとらない大学学部にあつては一年間在学し

た者）

一年以上

従前の規定による大学予科、高等学校高等科、中等学校卒業程度を入学資格
とする専門学校の本科若しくは予科、教員養成諸学校（師範学校及び青年師
範学校については本科に限る。）又は従前の規定による大学において高等学校

学校教育法による大学（短
期大学を除く。）へ入学し又

短期大学へ入学し又は編入した場

合の在学すべき年数
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高等科若しくは専門学校本科と同等以上の学校としてその卒業者について大
学の入学資格を認めた学校の左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を
卒業した者

は編入した場合の在学すべ
き年数

修業年限二年の

短期大学の場合

修業年限三年の

短期大学の場合

第一学年を修了した者 四年以上 二年以上 三年以上

第二学年を修了した者 三年以上 一年以上 二年以上

第三学年を修了し又は卒業した者 二年以上 一年以上

第四学年を修了し又は卒業した者 一年以上

高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科又は予科

に入学し、左記学年の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者

学校教育法による大学（短

期大学を除く。）へ編入した

場合の在学すべき年数

短期大学へ編入した場合の在学す

べき年数

修業年限二年の

短期大学の場合

修業年限三年の

短期大学の場合

第一学年を修了した者 三年以上 一年以上 二年以上

第二学年を修了し又は卒業した者 二年以上 一年以上

第三学年を修了し又は卒業した者 一年以上

②　専門学校卒業程度検定規程（昭和十八年文部省令第四十六号）による専門学校卒業程度検定に合格した者は、前項の表の適用について

は、従前の規定による中等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校の本科の第三学年の課程又は高等学校卒業程度を入

学資格とする従前の規定による専門学校本科第二学年の課程をそれぞれ修了し、又はこれらの学校を卒業した者とみなす。

③　旧高等学校高等科学力検定規程（大正十年文部省訓令）による高等学校高等科学力検定に合格した者は、第一項の表の適用について

は、従前の規定による高等学校高等科を卒業した者とみなす。

第八条　前条の規定によつて学校教育法による大学に編入し、又は入学した者は、その大学で定める課程を履修しなければならない。

第九条　尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者は、学校教育法による小学校の卒業者とみなす。

②　国民学校高等科、国民学校特修科及び青年学校普通科修了者は、学校教育法による中学校の第二学年修了者とみなす。

第十条　左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の卒業者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校（学校教育法による特別支援学校

の高等部を含む。）の全日制の課程の各学年の課程を修了した者と見なす。

国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の中等学校（盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。）

の卒業者

第一学年

国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限二年の中等学校の卒業者 第一学年

国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者 第一学年

国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限五年の中等学校（盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。）

の卒業者

第二学年

国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限三年の中等学校（夜間の課程を除く。）の卒業者 第二学年

国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限四年の夜間において授業を行う中等学校の卒業者 第二学年

②　左表の上欄に規定する者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校（学校教育法による特別支援学校の高等部を含む。）の全日制の

課程の各学年の課程を修了した者とみなす。

高等学校高等科入学資格試験に合格した者及び文部科学大臣において高等学校高等科入学に関し中学校第四学年修了者と同等以上

の学力を有する者と指定した者

第一学

年

専門学校入学者検定規程による試験検定に合格した者、専門学校入学者検定規程により指定した専門学校入学無試験検定を受験す

る資格を有する者、実業学校卒業程度検定規程による試験検定に合格した者及び高等試験令第七条により予備試験を受ける資格を

有する者

第二学

年

第十一条　従前の規定による中学校、高等女学校又は実業学校の各学年の課程を修了した者の資格については、附則第五条及び第六条の規

定による。

第十二条　前三条に規定するもののほか、従前の規定による学校の卒業者の資格については、別に定める。

第十三条　学校教育法附則第八条の規定による通信教育については、別に定める。

附　則　（昭和二三年一〇月一五日文部省令第一八号）

この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。但し、第四十七条第一号の改正規定は、公

布の日から、これを施行する。

附　則　（昭和二四年九月二二日文部省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二四年一一月一日文部省令第三九号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年九月一日から適用する。

附　則　（昭和二四年一二月二九日文部省令第四四号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年三月三十一日から適用する。

附　則　（昭和二五年三月一四日文部省令第一二号）　抄

１　この省令は、法施行の日（昭和二十五年三月十五日）から施行する。

附　則　（昭和二五年四月一四日文部省令第一三号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

附　則　（昭和二五年九月二日文部省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。但し、第八十六条の改正規定は、昭和二十五年四月一日から適用する。

附　則　（昭和二五年一〇月九日文部省令第二八号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年九月一日から適用する。

２　この省令施行の際、現に学校、国立及び公立学校の設置者又は私立学校の監督庁において保存又は保管中の学籍簿の保存又は保管につ

いては、第十五条第二項及び第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、保存又は保管を要する期間は、十年以上とす

る。

附　則　（昭和二六年四月二〇日文部省令第八号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

附　則　（昭和二六年六月二二日文部省令第一三号）　抄
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１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二八年一一月二七日文部省令第二五号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月三十一日から適用する。

２　昭和二十八年度以前に編製義務の生じた学齢簿の様式については、学校教育法施行規則第三十条の改正規定にかかわらず、なお従前の

例による。

附　則　（昭和二九年六月二五日文部省令第一六号）

この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和二九年七月一〇日文部省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二九年一〇月三〇日文部省令第二九号）

１　この省令は、昭和二十九年十二月三日から施行する。

２　この省令施行の際、現に私立学校の校長（学長を除く。）の職にある者は、改正後の学校教育法施行規則第二十条及び第二十一条の規

定にかかわらず、引き続きその職にあることができる。

附　則　（昭和三〇年三月二六日文部省令第六号）

この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和三一年四月一日文部省令第九号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令施行の際すでに転学により送付されている指導要録（進学により送付されているものを除く。）は、児童等が進学した場合に

おけるこの省令による改正後の学校教育法施行規則第十二条の三第二項の適用については、同条第三項の指導要録の写とみなす。

３　この省令施行の際すでに進学又は転学により送付されている指導要録は、児童等が転学した場合におけるこの省令による改正後の学校

教育法施行規則第十二条の三第三項の適用については、同項の指導要録の写とみなす。

４　この省令施行の際すでに作成されている指導要録の抄本は、この省令による改正後の学校教育法施行規則第十五条第二項及び第三項の

規定にかかわらず、なお、従前の例により保存するものとする。ただし、その保存の期間は、二十年とする。

附　則　（昭和三一年七月二五日文部省令第二二号）

この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附　則　（昭和三一年九月二七日文部省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三一年一〇月二二日文部省令第二八号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三一年一二月五日文部省令第三一号）　抄

１　この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。

附　則　（昭和三一年一二月一三日文部省令第三二号）　抄

１　この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。

附　則　（昭和三一年一二月一八日文部省令第三三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三二年一二月四日文部省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三三年六月一三日文部省令第一八号）　抄

（施行期日）

１　この省令中第二十六条から第二十八条まで、第二十九条第一項及び第三十条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定

は公布の日から施行する。

附　則　（昭和三三年八月一九日文部省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三三年八月二八日文部省令第二五号）　抄

１　この省令は、昭和三十三年九月一日から施行する。ただし、小学校の教育課程（道徳に係る部分を除く。以下中学校の教育課程につい

て同じ。）については、改正後の第二十四条から第二十五条の二まで及び第七十三条の十三の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十

一日まで、中学校の教育課程については、改正後の第五十三条、第五十四条、第五十五条で準用する第二十五条の二及び第七十三条の十

三の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日まで、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

３　高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、改正後の第六十五条及び第七十三条の九第二項において準用する

第二十五条の規定にかかわらず、当分の間、別に定めるもののほか、なお従前の例による。

附　則　（昭和三五年一〇月一五日文部省令第一六号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の学校教育法施行規則第五十七条、第五十七条の二及び第六十三

条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

２　前項の規定により、この省令による改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び第五十七条の二の規定が適用されるまでの高等学校の

教育課程については、なお従前の例による。

３　中学校の教育課程については、この省令による改正後の第五十三条及び第五十四条の二の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一

日まで、盲学校、
ろう

聾学校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程については、それぞれこの省令による改正後の第七十三条の

十の規定に基づき教育課程の基準として公示された盲学校学習指導要領、
ろう

聾学校学習指導要領又は養護学校学習指導要領が盲学校、
ろう

聾学

校若しくは養護学校又はこれらの学校の部の教育課程について適用されるまでの間は、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（昭和三六年八月三〇日文部省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年三月三一日文部省令第一二号）

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附　則　（昭和三七年六月一日文部省令第二八号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　学校教育法等の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百六十六号。以下「改正法」という。）の施行の際、現に改正法による改正

前の学校教育法（以下「旧法」という。）第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、改正法による改正
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後の学校教育法第四条の規定により、当該高等学校の所在する都道府県の区域を通信教育を行う区域とする高等学校の通信制の課程の設

置についてされた認可とみなす。

３　改正法施行の際、現に高等学校の通信教育を受けている生徒が旧法第四十五条第一項の規定により行なわれた高等学校の通信教育によ

り既に修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数は、学校教育法第五十四条第一項の規定による通信制の課程で行な

われた教育により修得した科目の単位数及び指導を受けた特別教育活動の時間数とみなす。

附　則　（昭和三七年九月一日文部省令第三二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三八年二月二六日文部省令第三号）

この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附　則　（昭和三八年八月二三日文部省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三九年三月一九日文部省令第五号）

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和三九年七月一一日文部省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年二月一二日文部省令第五号）

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四一年二月二一日文部省令第三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第七十三条の九及び第七十三条の十三第六項において準用する第六十三条

の二の規定は、昭和四十一年四月一日以降盲学校又は
ろう

聾学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定

から適用する。

附　則　（昭和四一年七月一日文部省令第三五号）

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四二年八月一日文部省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年一〇月六日文部省令第一八号）

この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

附　則　（昭和四三年七月一一日文部省令第二五号）　抄

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四三年一〇月一日文部省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四四年四月一四日文部省令第一一号）

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四五年六月一日文部省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四五年一〇月一五日文部省令第二三号）　抄

１　この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定は、同日以降

高等学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

附　則　（昭和四六年三月一三日文部省令第六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四六年三月三一日文部省令第一七号）

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四六年一二月二四日文部省令第三一号）

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四七年二月一〇日文部省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四七年三月一八日文部省令第六号）

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四七年一〇月二七日文部省令第四六号）　抄

１　この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

２　改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九、第七十三条の十一及び第七十三条の十四第一項（養護学校に係る部分に限る。）又は第

二項並びに別表第四、別表第五及び別表第六の規定は、昭和四十八年四月一日以降盲学校、
ろう

聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入

学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

附　則　（昭和四九年二月九日文部省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四九年六月二〇日文部省令第二八号）　抄

１　この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四九年八月八日文部省令第三八号）

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十九年九月一日）から施行する。

附　則　（昭和五〇年四月二八日文部省令第二一号）　抄

１　この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年一二月二六日文部省令第四一号）

この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年一月一〇日文部省令第一号）

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第五十九号）の施行の日（昭和五十一年一月十一日）から施行する。

附　則　（昭和五一年四月一日文部省令第一四号）

この省令は、私立学校振興助成法の施行の日（昭和五十一年四月一日）から施行する。
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附　則　（昭和五一年五月三一日文部省令第二九号）

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十一年六月一日）から施行する。

附　則　（昭和五一年七月二四日文部省令第三二号）

１　この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

２　第二条の規定による改正後の学校教育法施行規則第七十二条の四の規定は、昭和五十二年四月一日以降高等専門学校の第一学年に入学

する学生に係る全課程修了の認定から適用する。

附　則　（昭和五二年七月二三日文部省令第三〇号）

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、中学校の教育課程については、改正後の学校教育法施行規則第五十三条第

二項、第五十四条及び別表第二の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日まで、なお従前の例による。

附　則　（昭和五三年五月三〇日文部省令第二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年八月一八日文部省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行規則第七十三条の十二第一項及び第二項の改正規定並び

に第二条の規定中学校保健法施行規則第七条第一項第五号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五三年八月三〇日文部省令第三一号）

１　この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第六十三条の二の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

２　改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定は、昭和五十七年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒に係る

教育課程から適用する。

３　前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第五十七条及び別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、な

お従前の例による。

附　則　（昭和五三年一一月九日文部省令第四二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年七月二日文部省令第一九号）

１　この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第七十三条の八の改正規定は昭和五十六年四月一日から、第七十三条の

九、別表第四、別表第五及び別表第六の改正規定は昭和五十七年四月一日から施行する。

２　改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定は、昭和五十七年四月一日以降盲学校、
ろう

聾学校

又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

３　前項の規定により改正後の学校教育法施行規則第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定が適用されるまでの盲学校、
ろう

聾学校又は養護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五四年八月二四日文部省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年一〇月一日文部省令第二五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五六年一〇月二九日文部省令第三三号）　抄

１　この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年三月二三日文部省令第三号）　抄

１　この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年七月二三日文部省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五八年四月一日文部省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五九年七月二〇日文部省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六一年五月二七日文部省令第三〇号）

この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年二月三日文部省令第四号）

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年三月三一日文部省令第五号）

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年一〇月八日文部省令第三八号）

この省令は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

附　則　（平成元年三月一五日文部省令第一号）

１　この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第五十四条及び別表第二の改正規定は平成三年四月一日から、第二十四条、第

二十四条の二及び別表第一の改正規定は平成四年四月一日から、第五十三条の改正規定は平成五年四月一日から、別表第三の改正規定は

平成六年四月一日から施行する。

２　改正後の学校教育法施行規則（以下「新令」という。）第五十四条及び別表第二の規定は、平成三年四月一日以降中学校の第一学年に

入学した生徒に係る教育課程から適用する。

３　前項の規定により新令第五十四条及び別表第二の規定が適用されるまでの中学校の教育課程については、なお従前の例による。

４　平成二年四月一日から新令第二十四条の二、第五十四条、別表第一及び別表第二の規定が適用されるまでの間における第二十四条の二

及び第五十四条の規定の適用については、これらの規定中「学級会活動、クラブ活動及び学級指導（学校給食に係るものを除く。）」とあ

るのは、「学級活動（学校給食に係るものを除く。）及びクラブ活動」とする。

５　新令別表第三の規定は平成六年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒（新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教

育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒（新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に

係る教育課程により履修するものを除く。））に係る教育課程から適用する。

６　前項の規定により新令別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。

７　平成二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における別表第三の規定の適用については、同表国語の項中「古典」

とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科
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目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは

「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸

術の項中「書道ＩＩＩ」とあるのは「書道ＩＩＩ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福

祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業

英語、課題研究」と、同表商業の項中「経営数学」とあるのは「経営数学、課題研究」と、同表水産の項中「水産製造機器」とあるのは

「水産製造機器、課題研究」とする。

附　則　（平成元年三月二二日文部省令第三号）　抄

１　この省令は、平成元年四月一日から施行する。

４　国立及び公立の幼稚園、高等学校及び中等教育学校の校長の資格についての学校教育法施行規則第二十条第一号の規定の適用について

は、当分の間、同号中「専修免許状又は一種免許状（高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状）」とあるのは、「専修免

許状、一種免許状又は二種免許状（高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状又は一種免許状）」とする。

５　この省令の施行の際現に校長又は教員（学長及び大学の教員並びに高等専門学校の校長及び教員を除く。以下同じ。）である者につい

ては、小学校、中学校又は特別支援学校の校長の資格についての学校教育法施行規則第二十条第一号の規定の適用については、当分の

間、同号中「専修免許状又は一種免許状（高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状）」とあるのは「専修免許状、一種

免許状又は二種免許状」とする。

６　前二項の規定は、副校長及び教頭の資格についての学校教育法施行規則第二十三条において準用する同令第二十条第一号の規定の適用

について準用する。

附　則　（平成元年三月二七日文部省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年三月三一日文部省令第一〇号）

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

附　則　（平成元年九月一日文部省令第三六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年一〇月二四日文部省令第四〇号）

１　この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第七十三条の七の改正規定は平成四年四月一日から、第七十三条の八第二項の

改正規定中「選択教科は」の下に「、国語、社会、数学、理科」を加える部分及び同条第三項の改正規定は平成五年四月一日から、第七

十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の改正規定は平成六年四月一日から施行する。

２　改正後の学校教育法施行規則（以下「新令」という。）第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定は平成六年四月一日

以降盲学校、
ろう

聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

３　前項の規定により新令第七十三条の九、別表第四、別表第五及び別表第六の規定が適用されるまでの盲学校、
ろう

聾学校又は養護学校の高

等部の教育課程については、なお従前の例による。

４　平成二年三月三十一日までに盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての平成二年四月一日から新令別表第四

の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは「古典、国語に関するその

他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同表数学の項中「確率・統

計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理科に関するその他の科

目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中「書道ＩＩＩ」とあるの

は「書道ＩＩＩ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研究」と、同表調律の項中

「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療実習ＩＩ」とあるのは「保健理療実習ＩＩ、課題研

究」と、同表理療の項中「理療実習ＩＩ」とあるのは「理療実習ＩＩ、課題研究」と、同表理学療法の項中「臨床実習」とあるのは「臨

床実習、課題研究」とする。

５　平成二年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に盲学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程についての平成二年

四月一日から新令別表第四の規定が適用されるまでの間における別表第四の規定の適用については、同表国語の項中「古典」とあるのは

「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科目」と、同

表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは「地学、理

科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸術の項中

「書道ＩＩＩ」とあるのは「書道ＩＩＩ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福祉、課題研

究」と、同表調律の項中「楽器修理」とあるのは「楽器修理、課題研究」と、同表保健理療の項中「保健理療概説、基礎医学Ｉ、基礎医

学ＩＩ、観察検査、保健理療臨床各論、保健理療理論、保健理療実習Ｉ、保健理療実習ＩＩ」とあるのは「保健理療概論、衛生・公衆衛

生、解剖・生理、病理、臨床医学、リハビリテーション医学、東洋医学一般、保健理療理論、保健理療臨床論、保健理療基礎実習、保健

理療臨床実習、課題研究」と、同表理療の項中「解剖学、生理学、病理学、衛生学、診察概論、理療臨床学、東洋医学概論、経穴概論、

理療理論、理療実習Ｉ、理療実習ＩＩ」とあるのは「衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各

論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療理論、理療臨床論、理療基礎実習、理療臨床実習、課題研究」と、同

表理学療法の項中「病理学、臨床心理学、一般臨床医学、整形外科学、臨床神経学、精神医学、運動療法、日常生活動作、義
し

肢装具、検

査測定、物理療法、臨床実習」とあるのは「病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション概論、リハビリテーション医学、一般臨床医

学、内科学、整形外科学、神経内科学、精神医学、小児科学、人間発達学、理学療法概論、臨床運動学、理学療法評価法、運動療法、物

理療法、日常生活活動、生活環境論、義肢装具学、理学療法技術論、臨床実習、課題研究」とする。

６　平成二年四月一日から新令別表第五の規定が適用されるまでの間における別表第五の規定の適用については、同表国語の項中「古典」

とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科

目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは

「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸

術の項中「書道ＩＩＩ」とあるのは「書道ＩＩＩ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「児童福祉」とあるのは「児童福

祉、課題研究」と、同表農業の項中「総合農業」とあるのは「総合農業、課題研究」と、同表工業の項中「工業英語」とあるのは「工業

英語、課題研究」と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」と、同表印刷の項中「印刷

実習」とあるのは「印刷実習、課題研究」と、同表理容・美容の項中「美容理論・実習」とあるのは「美容理論・実習、課題研究」と、

同表クリーニングの項中「クリーニング実習」とあるのは「クリーニング実習、課題研究」と、同表歯科技工の項中「歯科技工実習」と

あるのは「歯科技工実習、課題研究」とする。

７　平成二年四月一日から新令別表第六の規定が適用されるまでの間における別表第六の規定の適用については、同表国語の項中「古典」

とあるのは「古典、国語に関するその他の科目」と、同表社会の項中「政治・経済」とあるのは「政治・経済、社会に関するその他の科
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目」と、同表数学の項中「確率・統計」とあるのは「確率・統計、数学に関するその他の科目」と、同表理科の項中「地学」とあるのは

「地学、理科に関するその他の科目」と、同表保健体育の項中「保健」とあるのは「保健、保健体育に関するその他の科目」と、同表芸

術の項中「書道ＩＩＩ」とあるのは「書道ＩＩＩ、芸術に関するその他の科目」と、同表家庭の項中「手芸」とあるのは「手芸、課題研

究」と、同表農業の項中「草花」とあるのは「草花、課題研究」と、同表工業の項中「木材工芸」とあるのは「木材工芸、課題研究」

と、同表商業の項中「タイプライティング」とあるのは「タイプライティング、課題研究」とする。

附　則　（平成元年一〇月二六日文部省令第四四号）

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附　則　（平成元年一一月三〇日文部省令第四五号）

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附　則　（平成元年一二月二五日文部省令第四六号）

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附　則　（平成三年三月一五日文部省令第一号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正後の学校教育法施行規則（以下「新令」という。）第十二条の三第二項及び第三項の規定は、幼稚園（盲学校、
ろう

聾学校及び養護学

校の幼稚部を含む。以下同じ。）、小学校（盲学校、
ろう

聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。）及び中学校（盲学校、
ろう

聾学校及び

養護学校の中学部を含む。以下同じ。）については、平成四年四月一日以降に児童等が進学又は転学した場合から適用し、高等学校（盲

学校、
ろう

聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。）、大学、短期大学及び高等専門学校については、平成六年四月一日以降に生徒等

が進学又は転学した場合から適用する。

３　新令第十五条第二項の規定は、幼稚園については平成二年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、小学校については平

成四年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、中学校については平成三年四月一日以降に第一学年に入学した生徒に係る

指導要録及びその写しから、高等学校については平成六年四月一日以降に第一学年に入学した生徒（新令第六十四条の三第一項に規定す

る学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒（新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に

入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。））に係る指導要録及びその写しから、大学、短期大学及び高等専門学校につい

ては、平成六年四月一日以降に作成された指導要録及びその写しから、それぞれ適用する。

附　則　（平成三年六月二五日文部省令第三七号）

この省令は、平成三年七月一日から施行する。

附　則　（平成三年一一月一四日文部省令第四五号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　第一条の規定による改正前の学校教育法施行規則第六十三条第二号又は第六十九条第二号の規定により指定されていた在外教育施設

（以下この項において「施設」という。）の当該課程を修了した者（当該施設が学校教育法施行規則第九十五条第二号又は第百五十条第二

号の規定により認定された場合において、当該施設の当該課程を認定後に修了した者を除く。）は、それぞれ学校教育法施行規則第九十

五条第二号又は第百五十条第二号に掲げる者とみなす。

附　則　（平成四年三月二三日文部省令第四号）

この省令は、平成四年九月一日から施行する。

附　則　（平成五年一月二八日文部省令第一号）

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附　則　（平成五年三月三日文部省令第二号）

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附　則　（平成五年三月一〇日文部省令第三号）　抄

１　この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附　則　（平成五年七月二九日文部省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年一月一七日文部省令第一号）

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附　則　（平成六年八月一〇日文部省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年一一月二四日文部省令第四六号）

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成六年一一月三〇日文部省令第四八号）

この省令は、平成六年十二月一日から施行する。

附　則　（平成七年三月二八日文部省令第四号）

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年一二月二六日文部省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年三月二四日文部省令第六号）

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附　則　（平成九年七月三一日文部省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月二七日文部省令第三号）

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年八月一四日文部省令第三三号）

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第六十八条の次に一条を加える改正規定は平成十年十月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号）　抄

１　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月一四日文部省令第四四号）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の二の改正規定及び次項から附則第五項までの規定は、平成十二

年四月一日から施行する。
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２　平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における改正前の学校教育法施行規則（以下「旧令」という。）第二十四条

第一項及び第五十三条第一項の規定の適用については、第二十四条第一項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。

ただし、第三学年から第六学年までの各学年においては、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、第五

十三条第一項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する

ことができる。」とする。

３　前項の規定により読み替えて適用される旧令第二十四条第一項又は第五十三条第一項の規定に基づき総合的な学習の時間を加えて教育

課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。

４　平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第一の規定の適用については、同表備考第二号中「学級活

動（学校給食に係るものを除く。）及びクラブ活動に充てるものとする。」とあるのは「学級活動（学校給食に係るものを除く。）に各学

年において三五以上（第一学年については三四、第二学年及び第三学年については三五）を充てるほか、クラブ活動又は総合的な学習の

時間に充てることができる。」とする。

５　平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第二の規定の適用については、同表備考第二号中「学級活

動（学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。）及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、学級

活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動（学校給食に係るものを除く。）に各学年において三五以上を充てる

ほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第三号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動の授

業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。

附　則　（平成一一年一月一八日文部省令第一号）

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年三月二三日文部省令第五号）

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年三月二九日文部省令第七号）

１　この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　第七十三条の十六及び別表第一の改正規定　平成十一年四月一日

二　附則第四項から第九項までの規定及び附則第十二項から第十七項までの規定　平成十二年四月一日

三　第四十七条、第六十三条の二、第六十五条の四、第七十二条の七、第七十三条の七、第七十三条の八、第七十三条の十一及び別表第

三の二の改正規定　平成十四年四月一日

四　第五十七条、第七十三条の九、別表第三及び別表第四の改正規定、別表第五及び別表第六を削る改正規定並びに次項、附則第三項、

第十項及び第十一項の規定　平成十五年四月一日

２　改正後の学校教育法施行規則（以下「新令」という。）第五十七条及び別表第三の規定は平成十五年四月一日以降高等学校の第一学年

に入学した生徒（新令第六十四条の三第一項に規定する学年による教育課程の区分を設けない課程にあつては、同日以降に入学した生徒

（新令第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。））に係る教育課程から適

用する。

３　前項の規定により新令第五十七条及び別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。

４　平成十二年四月一日から新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則（以下「旧令」という。）

第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間

を加えて教育課程を編成することができる。」とする。

５　平成十二年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については、同表中「、国語に

関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科目」、「、理科

に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他の科目」、「、

家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」、「、商業に関するその他の科目」、「、水

産に関するその他の科目」、「、看護に関するその他の科目」、「、理数に関するその他の科目」、「、体育に関するその他の科目」、「、音楽

に関するその他の科目」、「、美術に関するその他の科目」及び「、英語に関するその他の科目」を削り、同表その他特に必要な教科の項

を 削 り 、 同 表 に 備 考 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

備考

一　この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。

二　この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。

６　平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成十年文部省令第四

十四号。次項において「平成十年文部省令第四十四号」という。）による改正前の学校教育法施行規則第六十五条の五第一項において準

用する同令第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、総

合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。

７　前項の規定により読み替えて準用する平成十年文部省令第四十四号による改正前の学校教育法施行規則第五十三条第一項の規定に基づ

き総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間に充てる授業時数は、各学校が定めるものとする。

８　平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令別表第三の二の規定の適用については、同表備考第二号中「学

級活動（学校給食に係るものを除く。以下この号において同じ。）及びクラブ活動に充てるものとする。ただし、必要がある場合には、

学級活動の授業時数のみに充てることができる。」とあるのは「学級活動（学校給食に係るものを除く。）に各学年において三五以上を充

てるほか、総合的な学習の時間に充てることができる。」とし、同表備考第三号中「特別活動の授業時数の増加」とあるのは「特別活動

の授業時数の増加又は総合的な学習の時間の授業時数」とする。

９　平成十二年四月一日から新令第六十五条の五第二項において準用する新令第五十七条の規定が適用されるまでの間における旧令第六十

五条の五第二項において準用する旧令第五十七条の規定の適用については、同条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するもの

とする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。

１０　新令第七十三条の九、第七十三条の十一（盲学校、
ろう

聾学校及び養護学校の高等部に係る部分に限る。）、別表第三及び別表第四の規定

は平成十五年四月一日以降盲学校、
ろう

聾学校又は養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

１１　前項の規定により新令第七十三条の九、第七十三条の十一、別表第三及び別表第四の規定が適用されるまでの盲学校、
ろう

聾学校又は養

護学校の高等部の教育課程については、なお従前の例による。
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１２　平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における旧令第七十三条の七並びに旧令第七十三条の八第一項及び第二項

の規定の適用については、旧令第七十三条の七中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活動によつて編成する

ものとする。ただし、盲学校、
ろう

聾学校及び養護学校（知的障害者を教育する場合を除く。）においては、総合的な学習の時間を加えて教

育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八第一項中「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自立活

動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とし、旧令第七十三条の八

第二項中「除く。」とあるのは「外国語とする。」とする。

１３　平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令第七十三条の九の規定の適用については、同

条中「家庭」とあるのは「家庭、外国語」と、「その他特に必要な教科とする。」とあるのは「第七十三条の十に規定する盲学校、
ろう

聾学校

及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。」と、「養護・訓練によつて編成するものとする。」とあるのは「自

立活動によつて編成するものとする。ただし、総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成することができる。」とする。

１４　平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第四の規定の適用については、同表中

「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科

目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他

の科目」、「、家庭に関するその他の科目」及び「、音楽に関するその他の科目」を削り、「、調律に関するその他の科目」とあるのは「、

調律概論、整調・修理実習」とし、「保健理療に関するその他の科目」とあるのは「、医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ち

と予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営」とし、「理療に関するその他の科目」とあるのは「、

医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営」とし、「理学療

法に関するその他の科目」とあるのは「、人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、

理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学」とし、同表その他特に必要な教科の項を削り、同表に備考として次のように加え

る。備考

一　この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。

二　この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。

１５　平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第五の規定の適用については、同表中

「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科

目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他

の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその

他の科目」を削り、「、印刷に関するその他の科目」とあるのは「、印刷デザイン」とし、「、理容・美容に関するその他の科目」とある

のは「、理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・

美容運営管理、理容実習、美容実習、理容・美容情報処理」とし、「、クリーニングに関するその他の科目」とあるのは「、クリーニン

グ関係法規」とし、「、歯科技工に関するその他の科目」とあるのは「、歯科技工学概論、歯の解剖学、
がく

顎口
くう

腔機能学、矯正歯科技工学」

と し 、 同 表 そ の 他 特 に 必 要 な 教 科 の 項 を 削 り 、 同 表 に 備 考 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

備考

一　この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。

二　この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。

１６　平成十二年四月一日から新令第七十三条の九の規定が適用されるまでの間における旧令別表第六の規定の適用については、同表中

「、国語に関するその他の科目」、「、地理歴史に関するその他の科目」、「、公民に関するその他の科目」、「、数学に関するその他の科

目」、「、理科に関するその他の科目」、「、保健体育に関するその他の科目」、「、芸術に関するその他の科目」、「、外国語に関するその他

の科目」、「、家庭に関するその他の科目」、「、農業に関するその他の科目」、「、工業に関するその他の科目」及び「、商業に関するその

他 の 科 目 」 を 削 り 、 同 表 そ の 他 特 に 必 要 な 教 科 の 項 を 削 り 、 同 表 に 備 考 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

備考

一　この表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。

二　この表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。

１７　平成十二年四月一日から新令第七十三条の十一の規定が適用されるまでの間における旧令第七十三条の十一第二項の規定の適用につ

いては、同項中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とする。

附　則　（平成一一年三月三一日文部省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年六月三日文部省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年八月三一日文部省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年八月三一日文部省令第三五号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　第三条の規定による改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（以下「新令」という。）第七条の規定にかかわらず、

同条に規定する別記第一号様式及び別記第二号様式については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

３　外国人登録法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百三十四号）の施行の日の前日までの間は、新令第七条第二号中「外国人登録

法（昭和二十七年法律第百二十五号）の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは、「市町村（特別区を含み、

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区とする。）の長の作成した

外国人登録法（昭和二十七年法律第百二十五号）の規定による登録がされていることを証する書類」とする。

４　この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第七条の規定による受験の願い出は、新令

第七条の規定によりした受験の願い出とみなす。

附　則　（平成一一年九月一四日文部省令第三七号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十一年法律第五十五号）の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一二年一月二一日文部省令第三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（経過措置）
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２　児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法（以下「旧児童福祉法」という。）第四十四条の教護院（旧児童福祉法

第四十八条第四項ただし書の規定により指定を受けたものを除く。）において教育を担当する者の職は、学校教育法施行規則第二十条第

一号チの児童自立支援施設において教育を担当する者の職とみなす。

附　則　（平成一二年三月九日文部省令第九号）

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一三年三月三〇日文部科学省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前の学校教育法施行規則第六十九条第五号の規定により大学に入学した者の大学への入学資格に関する取扱い

については、なお従前の例による。

第三条　この省令による改正前の学校教育法施行規則第七十条第五号又は第六号の規定により大学院に入学した者の大学院への入学資格に

関する取扱いについては、なお従前の例による。

附　則　（平成一四年三月二七日文部科学省令第七号）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

２　学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法（昭和二十三年法律第二十六号）第七十三条の三第一項に規定する寮母の

職にあった者は、学校教育法施行規則第二十条第一号ハの規定の適用については、寄宿舎指導員の職にあった者とみなす。

附　則　（平成一四年三月二九日文部科学省令第一四号）　抄

（施行期日等）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定（学校教育法施行規則（昭和二

十二年文部省令第十一号）第十六条の改正規定を除く。）並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年三月二九日文部科学省令第一五号）　抄

（施行期日等）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定（学校教育法施行規則（昭和二

十二年文部省令第十一号）第五十一条及び第六十五条の三の改正規定を除く。）並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年三月二九日文部科学省令第一六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年三月二九日文部科学省令第一七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年三月三一日文部科学省令第一三号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

（学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の文部科学大臣の定める要件）

第二条　学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十五年政令第七十四号）附則第二条の文部科学

大臣の定める要件は、この省令による改正前の大学院設置基準第三十一条第一項に規定する修士課程であることとする。

附　則　（平成一五年九月一六日文部科学省令第三九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月一九日文部科学省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年三月一二日文部科学省令第八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第二〇号）　抄

（施行期日等）

１　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

附　則　（平成一六年一二月一三日文部科学省令第四二号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三

号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一

項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条と

し、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第

三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年

四月一日から施行する。

28



附　則　（平成一六年一二月一五日文部科学省令第四三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　次の各号のいずれかに該当する者については、学校教育法施行規則第百四十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一　平成十八年三月三十一日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者

二　前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であっ

て、施行日以後に薬学を履修する課程（臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。）に在学することとなったもの

附　則　（平成一七年一月三一日文部科学省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一七年三月三日文部科学省令第二号）

この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。

附　則　（平成一七年三月三一日文部科学省令第一六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一七年四月一日文部科学省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年七月六日文部科学省令第三八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年九月九日文部科学省令第四〇号）

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成一七年九月九日文部科学省令第四二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十九条、第六十九条の五及び第七十七条の五の改正規定並びに附則第二項の規定

は、平成十七年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月三〇日文部科学省令第五号）

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（助教授の在職に関する経過措置）

第二条　この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教

授としての在職とみなす。

一　学校教育法施行規則第二十条第一号ロ

附　則　（平成一八年三月三一日文部科学省令第二二号）

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。

（学校教育法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する盲学校、
ろう

聾

学校及び養護学校（以下「旧盲学校等」という。）に在学していた者に対する学校教育法施行規則第百五十四条第一号の規定の適用につ

いては、その者は、改正法第一条の規定による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校に在学していた者とみなす。

２　この省令の施行の際現に旧盲学校等に在学している者については、当該者の旧盲学校等における履修を当該旧盲学校等が改正法附則第

二条第一項の規定によりなるものとされた特別支援学校における履修とみなして、当該特別支援学校の課程の修了、単位の修得又は卒業

の認定をすることができる。

３　この省令の施行前に旧盲学校等において単位を修得した者に対する学校教育法施行規則第百三十五条第五項において読み替えて準用す

る同令第九十七条の規定の適用については、当該単位は、当該旧盲学校等が改正法附則第二条第一項の規定によりなるものとされた特別

支援学校において修得した単位とみなす。

附　則　（平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十六号）の施行の日から施行する。

附　則　（平成一九年一二月一四日文部科学省令第三八号）

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行する。ただし、第一条中学校教育

法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及

び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第

百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の

改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正

規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第

一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改
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正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項

並びに第九条の改正規定（副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。）は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月一〇日文部科学省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月二八日文部科学省令第五号）

１　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第六項までの規定は平成二十一年四月一日から、第五十条、第

五十一条及び別表第一の改正規定は平成二十三年四月一日から、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第百七条、別表第二及び別表第

四の改正規定は平成二十四年四月一日から施行する。

２　平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、小学校の教育課程は、学校教育法施行規則（以下「令」という。）第

五十条第一項の規定にかかわらず、第五学年及び第六学年においては、外国語活動を加えて編成することができるものとする。

３　平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、小学校の各学年における算数、理科、体育及び総合的な学習の時間の

それぞれの授業時数並びに総授業時数は、令別表第一の規定にかかわらず、附則別表第一に定める授業時数を標準とする。ただし、前項

の規定により外国語活動を加えて教育課程を編成するときは、総合的な学習の時間の授業時数から三十五を超えない範囲内の授業時数を

減じ、外国語活動の授業時数に充てることができることとする。

４　平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間、中学校の各学年における数学及び理科の授業時数、選択教科等に充て

る授業時数並びに総合的な学習の時間の授業時数は、令別表第二及び別表第四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各

号に定める附則別表に定める授業時数を標準とする。

一　平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで　附則別表第二

二　平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで　附則別表第三

三　平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで　附則別表第四

５　平成二十一年四月から平成二十三年三月三十一日までの間における令第五十五条から第五十六条までの規定の適用については、これら

の規定中「又は第五十二条」とあるのは「若しくは第五十二条又は学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成二十年文部科学省令

第五号）附則第三項」とする。

６　平成二十一年四月から平成二十四年三月三十一日までの間における令第七十九条及び第百八条第一項において読み替えて準用する第五

十五条から第五十六条までの規定の適用については、これらの規定中「又は第五十二条」とあるのは「若しくは第五十二条又は学校教育

法施行規則の一部を改正する省令（平成二十年文部科学省令第五号）附則第四項」とする。

附　則　（平成二〇年六月一三日文部科学省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則別表第一（附則第三項関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年

各教科の授業時数 算数 一三六 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五

理科 九〇 一〇五 一〇五 一〇五

体育 一〇二 一〇五 九〇 九〇 九〇 九〇

総合的な学習の時間の授業時数 九五 一〇〇 一一〇 一一〇

総授業時数 八一六 八七五 九四五 九八〇 九八〇 九八〇

備考　この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

附則別表第二（附則第四項第一号関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年

各教科の授業時数 数学 一四〇 一〇五 一〇五

理科 一〇五 一〇五 一〇五

選択教科等に充てる授業時数 〇～一五 五〇～八五 八〇～一四〇

総合的な学習の時間の授業時数 五〇～六五 七〇～一〇五 七〇～一三〇

備考　この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

附則別表第三（附則第四項第二号関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年

各教科の授業時数 数学 一四〇 一〇五 一四〇

理科 一〇五 一四〇 一〇五

選択教科等に充てる授業時数 〇～一五 一五～五〇 四五～一〇五

総合的な学習の時間の授業時数 五〇～六五 七〇～一〇五 七〇～一三〇

備考　この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

附則別表第四（附則第四項第三号関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年

各教科の授業時数 数学 一四〇 一〇五 一四〇

理科 一〇五 一四〇 一四〇

選択教科等に充てる授業時数 〇～一五 一五～五〇 一〇～七〇

総合的な学習の時間の授業時数 五〇～六五 七〇～一〇五 七〇～一三〇

備考　この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

附　則　（平成二〇年七月三一日文部科学省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年八月二一日文部科学省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年一一月一二日文部科学省令第三四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年三月九日文部科学省令第三号）

１　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

30



一　第百二十六条及び第百三十条第二項の改正規定　平成二十三年四月一日

二　第百二十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第百二十七条第三項を削る改正規定　平成二十四年四月一日

三　第八十一条、第八十三条、第百二十八条、別表第三及び別表第五の改正規定　平成二十五年四月一日

２　改正後の学校教育法施行規則（以下「新令」という。）別表第三の規定は、平成二十五年四月一日以降高等学校（中等教育学校の後期

課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）に入学した生徒（新令第九十一条（新令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項

で準用する場合を含む。附則第四項及び第五項において同じ。）の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課

程により履修するものを除く。）に係る教育課程から適用する。

３　前項の規定により新令別表第三の規定が適用されるまでの高等学校の教育課程については、なお従前の例による。

４　平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒（新令第九十一条の規定により入学した生徒

であって平成二十一年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。）に係る教育課程についての平成二

十一年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則（以下「旧令」という。）別表第三

の規定の適用については、同表（二）の表福祉の項中「福祉情報処理」とあるのは、「福祉情報処理、介護福祉基礎、コミュニケーショ

ン技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習、介護実習、こころとからだの理解、福祉情報活用」とする。

５　平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒（新令第九十一条の規定により入学した生徒

であって平成二十四年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。）に係る教育課程についての平成二

十四年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については、旧令別表第三（一）の表

数学の項中「数学基礎、数学Ｉ」とあるのは「数学Ｉ」と、「数学Ｃ」とあるのは「数学活用」とし、同表理科の項中「理科基礎、理科

総合Ａ、理科総合Ｂ、物理Ｉ、物理ＩＩ、化学Ｉ、化学ＩＩ、生物Ｉ、生物ＩＩ、地学Ｉ、地学ＩＩ」とあるのは「科学と人間生活、物

理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物、地学基礎、地学、理科課題研究」とし、旧令別表第三（二）の表理数の項中「理数数

学探究」とあるのは「理数数学特論」と、「理数地学」とあるのは「理数地学、課題研究」とする。

６　平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における旧令第百二十六条及び第百三十条第二項の規定の適用について

は、旧令第百二十六条中「編成するものとする。」とあるのは「編成するものとする。ただし、第五学年及び第六学年においては、知的

障害者である児童を教育する場合を除き、外国語活動を加えて編成することができる。」とし、旧令第百三十条第二項中「道徳」とある

のは「道徳、外国語活動」とする。

７　新令第百二十八条及び別表第五の規定は、平成二十五年四月一日以降特別支援学校の高等部に入学した生徒（新令第百三十五条第五項

で準用する新令第九十一条の規定により入学した生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。）に係

る教育課程から適用する。

８　前項の規定により新令第百二十八条及び別表第五の規定が適用されるまでの特別支援学校の高等部の教育課程については、なお従前の

例による。

９　平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に特別支援学校の高等部に入学した生徒（新令第百三十五条第五項で準

用する新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成二十二年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修する

ものを除く。）に係る教育課程についての平成二十二年四月一日から新令第百二十八条及び別表第五の規定が適用されるまでの間におけ

る旧令第百二十八条及び別表第五の規定の適用については、同条中「及び流通・サービス」とあるのは「、流通・サービス及び福祉」と

し、旧令別表第五（一）の表保健理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、保健理療情報活用」とし、同表理療の項中「課題研

究」とあるのは「課題研究、理療情報活用」とし、同表理学療法の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理学療法情報活用」とし、

旧令別表第五（二）の表理容・美容の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理容・美容情報活用」とし、同表「歯科技工」の項中

「課題研究」とあるのは「課題研究、歯科技工情報活用」とする。

附　則　（平成二一年三月二六日文部科学省令第五号）

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号）

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年八月二〇日文部科学省令第三〇号）

この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。

附　則　（平成二二年三月二四日文部科学省令第八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成二二年六月一五日文部科学省令第一五号）

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成二二年七月一五日文部科学省令第一七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年五月二日文部科学省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年七月二九日文部科学省令第二八号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年三月一四日文部科学省令第六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年三月三〇日文部科学省令第一四号）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年一一月二九日文部科学省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年一月一四日文部科学省令第二号）

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年七月二日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号）　抄

（施行期日）

第一条　この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（以下「一部改正

法」という。）の施行の日から施行する。

附　則　（平成二六年八月二九日文部科学省令第二五号）
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この省令は、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年三月二七日文部科学省令第一一号）

（施行期日）

１　この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　第五十条、第五十一条、第五十二条の三、第七十九条の五第一項、第百二十六条、別表第一及び別表第二の二の改正規定並びに次項

の規定　平成三十年四月一日

二　第七十二条、第七十三条、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五第二項、第百七条、第百二十七条、第百二十八条第二項、

第百三十条第二項、別表第二、別表第二の三及び別表第四の改正規定　平成三十一年四月一日

（経過措置）

２　平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における学校教育法施行規則第百三十条第二項の適用については、同項中

「道徳」とあるのは「道徳（特別支援学校の小学部にあつては、特別の教科である道徳）」とする。

附　則　（平成二七年三月三〇日文部科学省令第一三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七

年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年四月一日文部科学省令第一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年六月一日文部科学省令第二六号）

この省令は、少年院法の施行の日（平成二十七年六月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年八月一九日文部科学省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年一〇月二日文部科学省令第三五号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月二二日文部科学省令第四号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三〇日文部科学省令第一〇号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日文部科学省令第一六号）

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日文部科学省令第一九号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月九日文部科学省令第三四号）

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月一四日文部科学省令第四号）

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日文部科学省令第一二号）

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成二十九年

四月一日）から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日文部科学省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日文部科学省令第二〇号）

１　この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は平成三十年四月一日から施行する。

２　平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間、小学校の各学年における外国語活動の授業時数及び総授業時数は、学校

教育法施行規則別表第一の規定にかかわらず、附則別表第一に定める外国語活動の授業時数及び総授業時数を標準とする。ただし、同表

に定める外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には、総合的な学習の時間の授業時数及び総授業時数から十五

を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとする。

３　平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間、中学校連携型小学校、義務教育学校の前期課程及び中学校併設型小学校

の各学年における外国語活動の授業時数及び総授業時数は、学校教育法施行規則別表第二の二の規定にかかわらず、附則別表第二に定め

る外国語活動の授業時数及び総授業時数を標準とする。ただし、同表に定める外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要があ

る場合には、総合的な学習の時間の授業時数及び総授業時数から十五を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとする。

附則別表第一（附則第二項関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年

外国語活動の授業時数 一五 一五 五〇 五〇

総授業時数 八五〇 九一〇 九六〇 九九五 九九五 九九五

備考　この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

附則別表第二（附則第三項関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年

外国語活動の授業時数 一五 一五 五〇 五〇

総授業時数 八五〇 九一〇 九六〇 九九五 九九五 九九五

備

考

一　この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

二　各学年においては、外国語活動から、文部科学大臣が別に定めるところにより義務教育学校、中学校連携型小学校及び小学校連携

型中学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程を編成するために特に必要な教科等の授業時数に充てること

ができる。

附　則　（平成二九年三月三一日文部科学省令第二四号）

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年四月二八日文部科学省令第二七号）
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この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第百二十六条第二項の改正規定については、平成三十年四月一日から施行

する。

附　則　（平成二九年七月七日文部科学省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年九月八日文部科学省令第三五号）

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年九月一三日文部科学省令第三六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年一二月二七日文部科学省令第四二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年三月二七日文部科学省令第六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に存する通信制の課程を置く高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の学則については、施行の日以

後最初に第五条第一項の学則の変更についての認可の申請がなされる日又は平成三十一年四月一日のいずれか早い日までの間は、この省

令による改正後の学校教育法施行規則第四条第二項第三号の規定は、適用しない。

附　則　（平成三〇年三月三〇日文部科学省令第一三号）　抄

１　この省令は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は平成三十一年四月一日から施行する。

４　平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒（新令第九十一条の規定により入学した生徒

であって平成三十一年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。）に係る教育課程についての平成三

十一年四月一日から新令第八十三条の規定が適用されるまでの間における改正前の学校教育法施行規則（以下「旧令」という。）第八十

三条の規定の適用については、同条中「総合的な学習の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」とする。

５　平成三十一年四月一日から新令別表第三の規定が適用されるまでの間における旧令別表第三の規定の適用については、同表（二）の表

福祉の項中「福祉情報活用」とあるのは「福祉情報活用、福祉情報」とする。

附　則　（平成三〇年五月一日文部科学省令第一八号）

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年八月二七日文部科学省令第二七号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令による改正後の学校教育法施行規則（以下「新令」という。）第百三十四条の二、第百三十九条の二又は第百四十一条の二の

規定の適用については、この省令の施行の際現に特別支援学校幼稚部教育要領（平成二十九年文部科学省告示第七十二号）、特別支援学

校小学部・中学部学習指導要領（平成二十九年文部科学省告示第七十三号）、特別支援学校高等部学習指導要領（平成二十一年文部科学

省告示第三十七号）、小学校学習指導要領（平成二十九年文部科学省告示第六十三号）、中学校学習指導要領（平成二十九年文部科学省告

示第六十四号）又は高等学校学習指導要領（平成二十一年文部科学省告示第三十四号）の規定により作成されている個別の教育支援計画

は、新令第百三十四条の二、第百三十九条の二又は第百四十一条の二の規定により作成されたものとみなす。

附　則　（平成三〇年八月三一日文部科学省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一二月二七日文部科学省令第三五号）

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成三一年一月三〇日文部科学省令第二号）

１　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

２　改正後の学校教育法施行規則第百六十四条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に講習又は授業が開始される特別の課程から適用

する。

附　則　（平成三一年二月四日文部科学省令第三号）　抄

１　この省令は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の規定は平成三十一年四月一日から、附則第六項の

規定は平成三十二年四月一日から施行する。

４　平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に特別支援学校の高等部に入学した生徒（新令第百三十五条第五項の規

定により準用される新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成三十一年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程に

より履修するものを除く。）に係る教育課程についての平成三十一年四月一日から新令第百二十八条の規定が適用されるまでの間におけ

るこの省令による改正前の学校教育法施行規則（以下「旧令」という。）第百二十八条の規定の適用については、同条中「総合的な学習

の時間」とあるのは「総合的な探究の時間」とする。

５　平成三十一年四月一日から新令別表第五の規定が適用されるまでの間における旧令別表第五の規定の適用については、同表（一）の表

保健理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、保健理療情報」とし、同表理療の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理療情

報」とし、同表理学療法の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、理学療法管理学、理学療法臨床実習、理学療法情報」とし、同表

（二）の表印刷の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、印刷製版技術、ＤＴＰ技術、印刷情報技術、デジタル画像技術」とし、同表

理容・美容の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、関係法規・制度、保健、香粧品化学、文化論、運営管理、美容実習、理容・美容

情報」とし、同表歯科技工の項中「課題研究」とあるのは「課題研究、歯科技工情報」とする。

６　平成三十二年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に特別支援学校の高等部に入学した生徒（新令第百三十五条第五項の規

定により準用される新令第九十一条の規定により入学した生徒であって平成三十二年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程に

より履修するものを除く。）に係る教育課程についての平成三十二年四月一日から新令第百二十八条第二項及び第百三十条第二項の規定

が適用されるまでの間における旧令第百二十八条第二項の規定の適用については、同項中「道徳」とあるのは「特別の教科である道徳」

とし、旧令第百三十条第二項の規定の適用については、同項中「特別の教科である道徳（特別支援学校の高等部にあつては、前条に規定

する特別支援学校高等部学習指導要領で定める道徳）」とあるのは「特別の教科である道徳」とする。

附　則　（令和元年八月一三日文部科学省令第一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年八月二一日文部科学省令第一二号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年八月三〇日文部科学省令第一三号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

附　則　（令和元年一〇月三一日文部科学省令第二一号）

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附　則　（令和二年二月一〇日文部科学省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年四月一日文部科学省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年二月二六日文部科学省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一（第五十一条関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年

各教科の授業時数 国語 三〇六 三一五 二四五 二四五 一七五 一七五

社会 七〇 九〇 一〇〇 一〇五

算数 一三六 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五

理科 九〇 一〇五 一〇五 一〇五

生活 一〇二 一〇五

音楽 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇

図画工作 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇

家庭 六〇 五五

体育 一〇二 一〇五 一〇五 一〇五 九〇 九〇

外国語 七〇 七〇

特別の教科である道徳の授業時数 三四 三五 三五 三五 三五 三五

外国語活動の授業時数 三五 三五

総合的な学習の時間の授業時数 七〇 七〇 七〇 七〇

特別活動の授業時数 三四 三五 三五 三五 三五 三五

総授業時数 八五〇 九一〇 九八〇 一〇一五 一〇一五 一〇一五

備考

一　この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

二　特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。

三　第五十条第二項の場合において、特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の特別の教科で

ある道徳の授業時数の一部に代えることができる。（別表第二から別表第二の三まで及び別表第四の場合においても同様とする。）

別表第二（第七十三条関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年

各教科の授業時数 国語 一四〇 一四〇 一〇五

社会 一〇五 一〇五 一四〇

数学 一四〇 一〇五 一四〇

理科 一〇五 一四〇 一四〇

音楽 四五 三五 三五

美術 四五 三五 三五

保健体育 一〇五 一〇五 一〇五

技術・家庭 七〇 七〇 三五

外国語 一四〇 一四〇 一四〇

特別の教科である道徳の授業時数 三五 三五 三五

総合的な学習の時間の授業時数 五〇 七〇 七〇

特別活動の授業時数 三五 三五 三五

総授業時数 一〇一五 一〇一五 一〇一五

備考

一　この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

二　特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。

別表第二の二（第五十二条の三、第七十九条の五第一項、第七十九条の十二関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 第六学年

各教科の授業時数 国語 三〇六 三一五 二四五 二四五 一七五 一七五

社会 七〇 九〇 一〇〇 一〇五

算数 一三六 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五

理科 九〇 一〇五 一〇五 一〇五

生活 一〇二 一〇五

音楽 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇

図画工作 六八 七〇 六〇 六〇 五〇 五〇

家庭 六〇 五五

体育 一〇二 一〇五 一〇五 一〇五 九〇 九〇

外国語 七〇 七〇

特別の教科である道徳の授業時数 三四 三五 三五 三五 三五 三五
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外国語活動の授業時数 三五 三五

総合的な学習の時間の授業時数 七〇 七〇 七〇 七〇

特別活動の授業時数 三四 三五 三五 三五 三五 三五

総授業時数 八五〇 九一〇 九八〇 一〇一五 一〇一五 一〇一五

備考

一　この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。

二　特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領（第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。）で定める学級活動（学校給食に

係るものを除く。）に充てるものとする。

三　各学年においては、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数から、文部科学大臣が

別に定めるところにより義務教育学校、中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

の教育課程を編成するために特に必要な教科等（別表第二の三において「小中一貫教科等」という。）の授業時数に充てることができる。

別表第二の三（第七十四条の三、第七十九条の五第二項、第七十九条の十二関係）

区分 第七学年 第八学年 第九学年

各教科の授業時数 国語 一四〇 一四〇 一〇五

社会 一〇五 一〇五 一四〇

数学 一四〇 一〇五 一四〇

理科 一〇五 一四〇 一四〇

音楽 四五 三五 三五

美術 四五 三五 三五

保健体育 一〇五 一〇五 一〇五

技術・家庭 七〇 七〇 三五

外国語 一四〇 一四〇 一四〇

特別の教科である道徳の授業時数 三五 三五 三五

総合的な学習の時間の授業時数 五〇 七〇 七〇

特別活動の授業時数 三五 三五 三五

総授業時数 一〇一五 一〇一五 一〇一五

備考

一　この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

二　特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領（第七十九条の六第二項において準用する場合を含む。）で定める学級活動（学校給食に

係るものを除く。）に充てるものとする。

三　各学年においては、各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数から、文部科学大臣が別に定めると

ころにより小中一貫教科等の授業時数に充てることができる。

別表第三（第八十三条、第百八条、第百二十八条関係）

（一）　各学科に共通する各教科

各教科 各教科に属する科目

国語 国語総合、国語表現、現代文Ａ、現代文Ｂ、古典Ａ、古典Ｂ

地理歴史 世界史Ａ、世界史Ｂ、日本史Ａ、日本史Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ

公民 現代社会、倫理、政治・経済

数学 数学Ｉ、数学ＩＩ、数学ＩＩＩ、数学Ａ、数学Ｂ、数学活用

理科 科学と人間生活、物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物、地学基礎、地学、理科課題研究

保健体育 体育、保健

芸術 音楽Ｉ、音楽ＩＩ、音楽ＩＩＩ、美術Ｉ、美術ＩＩ、美術ＩＩＩ、工芸Ｉ、工芸ＩＩ、工芸ＩＩＩ、書道Ｉ、書道ＩＩ、

書道ＩＩＩ

外国語 コミュニケーション英語基礎、コミュニケーション英語Ｉ、コミュニケーション英語ＩＩ、コミュニケーション英語ＩＩ

Ｉ、英語表現Ｉ、英語表現ＩＩ、英語会話

家庭 家庭基礎、家庭総合、生活デザイン

情報 社会と情報、情報の科学

（二）　主として専門学科において開設される各教科

各教科 各教科に属する科目

農業 農業と環境、課題研究、総合実習、農業情報処理、作物、野菜、果樹、草花、畜産、農業経営、農業機械、食品製造、食品

化学、微生物利用、植物バイオテクノロジー、動物バイオテクノロジー、農業経済、食品流通、森林科学、森林経営、林

産物利用、農業土木設計、農業土木施工、水循環、造園計画、造園技術、環境緑化材料、測量、生物活用、グリーンライ

フ

工業 工業技術基礎、課題研究、実習、製図、工業数理基礎、情報技術基礎、材料技術基礎、生産システム技術、工業技術英語、

工業管理技術、環境工学基礎、機械工作、機械設計、原動機、電子機械、電子機械応用、自動車工学、自動車整備、電気

基礎、電気機器、電力技術、電子技術、電子回路、電子計測制御、通信技術、電子情報技術、プログラミング技術、ハー

ドウェア技術、ソフトウェア技術、コンピュータシステム技術、建築構造、建築計画、建築構造設計、建築施工、建築法

規、設備計画、空気調和設備、衛生・防災設備、測量、土木基礎力学、土木構造設計、土木施工、社会基盤工学、工業化

学、化学工学、地球環境化学、材料製造技術、工業材料、材料加工、セラミック化学、セラミック技術、セラミック工

業、繊維製品、繊維・染色技術、染織デザイン、インテリア計画、インテリア装備、インテリアエレメント生産、デザイ

ン技術、デザイン材料、デザイン史

商業 ビジネス基礎、課題研究、総合実践、ビジネス実務、マーケティング、商品開発、広告と販売促進、ビジネス経済、ビジネ

ス経済応用、経済活動と法、簿記、財務会計Ｉ、財務会計ＩＩ、原価計算、管理会計、情報処理、ビジネス情報、電子商

取引、プログラミング、ビジネス情報管理
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水産 水産海洋基礎、課題研究、総合実習、海洋情報技術、水産海洋科学、漁業、航海・計器、船舶運用、船用機関、機械設計工

作、電気理論、移動体通信工学、海洋通信技術、資源増殖、海洋生物、海洋環境、小型船舶、食品製造、食品管理、水産

流通、ダイビング、マリンスポーツ

家庭 生活産業基礎、課題研究、生活産業情報、消費生活、子どもの発達と保育、子ども文化、生活と福祉、リビングデザイン、

服飾文化、ファッション造形基礎、ファッション造形、ファッションデザイン、服飾手芸、フードデザイン、食文化、調

理、栄養、食品、食品衛生、公衆衛生

看護 基礎看護、人体と看護、疾病と看護、生活と看護、成人看護、老年看護、精神看護、在宅看護、母性看護、小児看護、看護

の統合と実践、看護臨地実習、看護情報活用

情報 情報産業と社会、課題研究、情報の表現と管理、情報と問題解決、情報テクノロジー、アルゴリズムとプログラム、ネット

ワークシステム、データベース、情報システム実習、情報メディア、情報デザイン、表現メディアの編集と表現、情報コ

ンテンツ実習

福祉 社会福祉基礎、介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習、介護実習、こころとか

らだの理解、福祉情報活用

理数 理数数学Ｉ、理数数学ＩＩ、理数数学特論、理数物理、理数化学、理数生物、理数地学、課題研究

体育 スポーツ概論、スポーツＩ、スポーツＩＩ、スポーツＩＩＩ、スポーツＩＶ、スポーツＶ、スポーツＶＩ、スポーツ総合演

習

音楽 音楽理論、音楽史、演奏研究、ソルフェージュ、声楽、器楽、作曲、鑑賞研究

美術 美術概論、美術史、素描、構成、絵画、版画、彫刻、ビジュアルデザイン、クラフトデザイン、情報メディアデザイン、映

像表現、環境造形、鑑賞研究

英語 総合英語、英語理解、英語表現、異文化理解、時事英語

備考

一　（一）及び（二）の表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることがで

きる。

二　（一）及び（二）の表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。

別表第四（第七十六条、第百七条、第百十七条関係）

区分 第一学年 第二学年 第三学年

各教科の授業時数 国語 一四〇 一四〇 一〇五

社会 一〇五 一〇五 一四〇

数学 一四〇 一〇五 一四〇

理科 一〇五 一四〇 一四〇

音楽 四五 三五 三五

美術 四五 三五 三五

保健体育 一〇五 一〇五 一〇五

技術・家庭 七〇 七〇 三五

外国語 一四〇 一四〇 一四〇

特別の教科である道徳の授業時数 三五 三五 三五

総合的な学習の時間の授業時数 五〇 七〇 七〇

特別活動の授業時数 三五 三五 三五

総授業時数 一〇一五 一〇一五 一〇一五

備考

一　この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。

二　特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領（第百八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。）で定める学級活動

（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。

三　各学年においては、各教科の授業時数から七十を超えない範囲内の授業時数を減じ、文部科学大臣が別に定めるところにより中学校学

習指導要領で定める選択教科の授業時数に充てることができる。ただし、各学年において、各教科の授業時数から減ずる授業時数は、一

教科当たり三十五を限度とする。

別表第五（第百二十八条関係）

（一）　視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の主として専門学科において開設される各教科

各教科 各教科に属する科目

保健理療 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保

健理療経営、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、保健理療情報活用、課題研究

理療 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営、

理療基礎実習、理療臨床実習、理療情報活用、課題研究

理学療法 人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法

治療学、地域理学療法学、臨床実習、理学療法情報活用、課題研究

（二）　聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の主として専門学科において開設される各教科

各教科 各教科に属する科目

印刷 印刷概論、写真製版、印刷機械・材料、印刷デザイン、写真化学・光学、文書処理・管理、印刷情報技術基礎、画像

技術、印刷総合実習、課題研究

理容・美容 理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理

論、理容・美容運営管理、理容実習、理容・美容情報活用、課題研究

クリーニング クリーニング関係法規、公衆衛生、クリーニング理論、繊維、クリーニング機器・装置、クリーニング実習、課題研

究
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歯科技工 歯科技工関係法規、歯科技工学概論、歯科理工学、歯の解剖学、
がく

顎口
くう

腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、

矯正歯科技工学、小児歯科技工学、歯科技工実習、歯科技工情報活用、課題研究

備考

一　（一）及び（二）の表の上欄に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることがで

きる。

二　（一）及び（二）の表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
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